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第 15回 がん対策推進協議会議事次第

:        日 時 :平成 22年 11月 19日 (金 )

 ` ―          . 10;:00～ 12:00
場  所 :都市セ ンタ ーホテル 6階 601

【健康局長挨拶】

【報告事項】         .  
′

:

1 国立がん研究センターで実施している「がん相談対話外来」の実施体制に
て)い て

2:そ の他

【協議事項】
1 がん対策推進協議会の今後の進め方について

2 がん対策推進基本計画の変更に係 る論点            ,
' 3 がん対策推進基本計画の変更に係 る協議スケジュール

【資料】

資料 1 1国立がん研究センターで実施 している 「がん
:相

談対話外来」の実施体

制について                        |
資料 2 「がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)」 の中間

:評価にっいて

資料 3 がん対策推進協議会の今後の進め方について (案 ).

資料 4 がん対策推進基本計画の変更に係る論点 (案 )

資料 5 がん対策推進基本計画の変更に係 る協議スケジュール (案 )

参考資料 1′ がん対策推進基本計画

参考資料 2 がん対策推進基本計画中間報告書

参考資料 3 がん対策推推進協議会令

天野委員提出資料 がん対策推巡協議会運営の見直しに関する意見書ほか

垣添委員提出資料 がん対策推進.協議会の運営について        '
中川委員提出資料 ;緩 和ケアについて

檜山委員 。天野委員提出資料′/Jヽ 児がん専門委員会の設置について



資 料 1

・                ,               2010年 11月 19日

国立がん研究センターで実施している「がん相談対話外来」の

1         実施体制について      :

国立がん研究ヤンタ■理事長 ′嘉山孝IE

はじめに                     ‐

国立がん研究センターでは、本年 4月 に独立行政法人化後、「がん難民をつくらない」こ

とを使命の二らとして掲げ、「All Activities fOr Canc6r Patients(職員の全ての活動は

がん患者のために !)」 という新たに定めた標語のもと、
.全

職員が結不して使命を達成する

ために努めているところである。  :
がん難民を解消するための取り組みの一環として、「がん相談対話外来」ヱヤ月 12日 から

開設し、がん患者の方々 の日線にて、そのおかれている状況の中で受けることができる最良

_、 の医療について、春者や家族の方々と対話をしながら考えていくための取り組みを開始して

,い ることは、前回のがん対策推進協議会で報告した通りである。   |
r.  今回は、「がん相談対話外来」を実施するにあたつてt必要な体制と費用にづいてご紹介

したい。   ●                     J

がん相談対話外来ら実施体制
´   ・   :       ,   : =

本外来では、医師 :看護師が、_患者や家族とまず 30分稗度の時間をかけて相談 ,対話を

行いながら、説明をしていく。=     ′

:   続いて、医師に聞けなかった悩みや分かりにくい説萌が無かったか(看護師だけとめ面接

を通じて確認しt再び医師も同席して、患者の悩みや相談に応えられるよう説明を行い、全

体で 1時間程度で終了する。「           : :

がん相談対話外来は、平日毎日、13時～17時(2つのブースで実施しており、1日 当たり

8ヽ件に対して実施している。         `

-1中



がん相談対話外来に関する収支

●必要な経費               1       1   ・

・医師の人件費 (1時間の外来を8件実施した場合)

(医師の時間給)円 /時 × 8人 =(医師の人件費)円 /日

・看護師の人件費 (1時間の外来を 8件寒

“

した場合)

. (看護師の時間給)円 /時 × 8人 =(看護師の人件費)円 /日

・がん専門相談員の人件費 (2件の外来に同席した場合)

(ソーシャルワーカTの時間給)円 /時× 2人 =(がん専門相談員の人件費)円 /日

・精神腫瘍医の人件費 (精神腫瘍医に1件紹介した場合)     '
(医師の時間給)円 /F寺 × 1人 =(精神腫瘍医の人件費)円 /日   :

※ 上記以外に事務員等の人件費、雑費等の経費が必要       ′

0がん相談対話外来で得られる収入

がん相談対話外来費用 26,250円  ― 医師に対する支給額 5,OoO円  = 21,250円 /件

(がん相談対話外来に従事した医師に対して、1回 につき5,000円支給している)

21,250円 /件  × 8件/日  = 170,000円 /日  (■ 3,400,pO岬 /月 )

まとめ

「がん相談対話外来」は病院にとって一定の収益のある外来ではあるが、それ以上に、が :

ん難民を解消 していくための取 り組み とい う意義の方がはるかに大きい。

「がん相談対話外来」の特色 として、従来の医師のみのセカン ドォピニォンと異なり看護 .

師が同席することにあり、アンケー トでは 9割の利用者が看護師の同席を良かったと評価 し、   
・

ほぼ全ての方 (98.4%)が満足していた。ほぼ全ての方が目的を果たすことができたと回答

しており(99.6%)、 「がん相談対話外来」はその目的を十分に果たしている。

今後、この「がん相談対話外来」のように、がん患者や家族の方々の視点に立ち、そのお

かれている状況の中で受けるこ̀と
ができる最良め医療について、医療者がともに考えていく   _

ことを重視した医療が実施されていく体制が整備されていく必要がある。  _

…2-



資 料 2

「がんプロラ土ッシヨナル養成プラン (平成 19年度選定)」 の

中間評価について

:      平成 22年 10月

がんプロフェ
'シ

ョナル養成プラン推進委員会

「がんプロフェッショナル養成プラシ」は、文部科学省において、平成19年度より

開始したがん医療の担し)手となる高度な知識・技術を持つがん専門医療人 (医師t看護

師t薬剤師等)の養成を図る大学の取組に対する支援を行う事業である。

本事業は、がんが昭和56年以来わが国の死因第1位の疾患であり、国民の生命およ

び健康に重要な課題となっている現状に鐘み、本学Fnl及びがん診療拠点病院間等IFおい

て緊密なネットワークを構築し、全国におけるがん医療水準の向上 (均てん化)を行う|

とともに、がんを横断的・集学的に診療できる医療人の養成を図ることで、全国どこで

も最適ながん治療が受けられ、がん治癒率」がん患者のQOL等の向上を目指すことを

目的としているb´
                           ´

本事業においては、プログラムの開始から′芝事業年度経過後、中簡評価●行うことと

してぃたとこぅである。当中間評価は、本事業の目的が十分達成されるよう、本委員会

が各プ|グラムの進捗状況等を確認しご適切な助言を行うことにょり、事業の効果的で

効率的な推進に資することを目的としており、今回、平成19年度に選定した全18プ

ログラムから進捗状況報告書の提出を受け、当初計画の達成が可能か否かについて、書

面及び合議評価を実施した。  1 ,               _,
「
 全体的な進券扶滉としては、各プログラムともに、当初の養成目標口養成計画に沿つ

た教育体制の整備や、高い臨床能力:と 研究能力を併せ持うたがん専門の医師及び看護

師二薬剤師などの医療スタッフ (従来のコメディカル)を養成するために、大学「大学

附属病院・がん診療拠点病院などの地域医療機関との有機的な連携体制の構築が進めら

れがん医療に専Fi的に携わる医療従事者の養成が着実に図られてぃる (平成22年 5月

時点の受入数 :約 2000人 )等ご本事業の趣旨に沿づた取組が行われているものと認

められる6「がんプロフェッショナル養成プラジ選定委員会」の留意事項に対しても適

切な対応がなされており、全体として各プログラムが効果的に推進されているものと評

価できる。また、がん看護専門看護師 (日 本看護協会認定)の養成のための日本看護系

大学協議会の教育課程の認定を受けた大学が急増していることもがんプ甲フェッ
′
ショナ

ル養成プラジの成果の二つと考えられる:              _
:例えば(医師及び医療スタツフめ養成コ■スまたはインテンシブコースの学生が、共

同で大学附属病院等での実地修練やキヤンサーボード等の合同カンファレンスヘの参加

を積極的に行い、プログラムにょらて1ま、参加状況を晟績評価に加味するなどtがん治

療に係るチニム医療のトレTニングに係る取組が進んでいる。この際、連携大学が遠隔

地にあるプログラムI=おいては、相互に設置したテレビ会議システム等を利用した合同

カンフアレジスが行われるなどの工夫も見受けられる。|       .:

「 1‐



さらに、各 プログラムが主体となつてご各地域において市民公開講座やシンポジウム

の開催等の地域医療に貢献する取組が行われているほか、他のプログラムとの間でシス

テムやコンテ ンツの共同利用を図るなど、全国的ながん医療水準の向上に努める取組も

見受けられた。            `            :
■方t本事業の開始から2事業年度を経過したところであるが、このFE5、 教員組織手 ;

診療科等の基盤的な教育体制の整備のみにとどまり、連携本学ゃ関連すぅ医療機関との

効率的な連携体制の構築やt教員の資質向上のための取組、学生支援体制の整備、外部

評価の導入等を十分に行うことができなかったプログラムや、医師以外のがん専門の医

療スタッフとの関わり方について、より検討が必要とされるプログラムもあり、今後、

当初の計画に沿った更なる推進 `発展が望まれる。

また、本事業終了後における、:各プログラムの具体的な継続方針について引き続き検

討を進め、本事業を契機としたがんに特化した専門医療人養成については、更なる養成

数の増にかかる取組を続けることが期待される。 、               :
各プ由グラムにおいては、連携大学間の連携体制をより強固なものと,し tさ らには、

大学病院及びがん診療拠点病院等とのより緊密なネットワニクを構築することで、全国

に先駆けたがん専門医療人養成の教育プログラムとしての役害1を果たすこと'が
望まれる。

最後に、今後プログラムを推進するにあたつては、今回の中間評価結果を効果的・効

率的に反映するとともに、本委員会による留意事項への適切な対応を行うよう要請する

ものである。           i )

(別添資料)     :
1.がんプロラェウショナル養成プラン (平成 19年度選定)

2.がんプロブェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)

3,がんプロウェッショ.ナル養成プラン (平成 19年度選定)

ム別)   i           `
4.がんプロフェッショナル養成プラン (平成19年度選定)

5.がんプロフェッシヨナル養成プラン推進委員会委員名簿
6.がんプロフェッショナル養成プラン評価要項

プログラムー覧   ′

中間評価結果 (総合)

中間評価結果 (プログラ

中間評価スケジュール

‐
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(別添 1)

がんプロフェッショナル養成プラン(平成19年度選定)プログラムー覧

NO. 申請担当大学 取組名 共同申請大学

1 札幌医科大学
北海道の総合力を生かすプロ養成ブ
ログラム

北海道大学、旭川医科大学、北海
道医療大学

東北大学 東北がんプロフェッショナル養成プラジ山形大学、福島県立医科大学

3 秋田大学
北東北における総合的がん専門医療
人の春成

岩手医科大学、岩手県立大学、弘
前大学

4 自治医科大学 全人的ながん医療の実践者養成 国際医療福祉大学

群馬大学

北関東域連携がん先進医療人材育成
プラン
ー重粒子線照射装置を中心とした集
学的治療法の確立・普及を目指して一

獨協医科:大学:群馬県立県民健
康科学大学

6 千葉大学
関東広域 多職種がん専門家チーム養
成Itl占

筑波大学て埼玉医科大学、茨城県
立医療大学

東京大学
横断的ながん医療の人材育成 と均て

ん化構造
横浜市立大学、東邦大学、日本人
学     ヽ・ ´

8 東京 医科歯科大学 がん治療高度専門家養成プログラム 東京工業大学、日本医科大学、東
京墓科大学   ・ :     、

9 北里大学

南関東圏における先端的がん専門家
の育成    : .  、
一患者中心のチーム医療を牽引する
人材養成の拠点づくリー

慶應義塾大学 (共立薬科大学
※)、 聖ヤリアンナ医科大学、東海大 f

学ご山梨大学、首都大学東京〔聖
路加看護大学、信州大学、東京歯

1頁天堂大学
実践的・横 断的がん生涯教育センター
の創1語

明治栗科大学、東京理科大学、立
教大学、新潟大学

金沢大学

北陸がんプロフェッシヨナル養成プロ

グラム :

一ICTによる融合型教育システム及び
「がんプロネット:の構築二

富山大学、福井大学、金沢医科大
学、石川県立看護大学

名古屋大学

臓器横断的がん診療を担う人材養成
プラン     ・
ニゲローバルスタジダニドにかなうメ
デイカルオンコロジーチニムの育成二

浜松医科大学、名城大学、岐早木
学 :岐阜薬科大学、藤田保健衛生
大学、名古屋市立大学、愛知医科
大学    ・

1 京都大学
高度がん医療を先導する人材養成拠
占形 成  ,

二重大学、滋賀医科大学t大阪医
科大学        :

大阪大学

チニム医療を推進するがん専門医療

者の育成         ゴ

ー集学的治療から在宅医療そして緩
和ケア■で_          i

酬輝彗鮪桑議曇た
庫県立大学

近畿大学
6大学連携オンコロジ=チーム養成プ
ラン

大阪市立大学、神戸大学、兵庫医

科大学、大阪府立大学、神戸市看
誰大学

C 鳥取大学

銀の道で結ぶがん医療人養成コン
ソーシアム
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(月1,泰 2)

がん プロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定 )

中間評価結果 (総合)  :

1.総合評価結果

総合評価 件数

A  言程]冒喜聾認埋需票喜董I覇喜喜膚Tの
1弩
力
1サ彎するこ 10 件

1  嵐程融Ff‖重電授星雰彗覧祟五曇EttfFぉ啓甲言事
のた 4 件

C  労黎融璽言賃鮮:Я詈
は`助言

言「
考写し、冥なぅ

一
『1努

4 1牛

D

このままでは当初計画を達成することは難 しいと思われるの

で、助言等に留意 し、当初計画の適切な変更が必要 と判断さ

れる       : '  |
0 件

L  吾青蓮蔑8歯糞誉野訴[秀言:今
後の言,「 Tつ

て

'言

初鷲 0 件

計 18 件

.総合評価内訳 :

A 当初計画は順調に実施されており、現行の努力を継続することにようて目的達成が   `
可能と判断される 【10件】                      :
整理番号 主担当大学名 プログラム名

1 札幌医科大学 北海道の総合力を生かすプロ養成プログラム

2 東北大学 東北がんプロフェッシヨナル養成プラン

6 、千葉大学 関東広域多職種がん専門家チニム養成拠点

7 東京大学 横断的ながん医療の人材育成と均てん化推進

9 北里大学 南関東圏における先端的がん専門家の育成

12 名古屋大学 臓器横断的がん診療を担う人材養成プラン

14 大阪大学 チーム医療を推進するがん専門医療者の育成

15 近畿大学 6大学連携オンコ由ジ_チーム養成プラン

17 岡山大学 中国三四国広域がんプロ養成プログラム

18 |九州大学 九州がんプロフェッショナル養成プラン

-1」



I B 当初計画通りに取組は実施されているものの、計画達成のためには1これまで以上

の努力が必要と判断される 【4件】  .
整理番号 主担当大学名 プログラム名

5 群馬大学 北関東域連携がん先進医療人材育成プラン

1,0 順天堂大学 実践的・積断的がん生涯教育センタニの創設

金沢大学 北陸がんプロフェッショナル養成プログラム

13 京都大学 高度がん医療を先導する人材養成拠点の形成

C 当初計画を達成するには、助言等を考慮 し、更なる一層の努力が必要と判断される

【4件】 
´

整理番号 主担当大学名 プログラム名

3 秋田大学 北東北における総合的がん専門医療人の養成

4 自治医科大学 全人的ながん医療の実践者養成

8 東京医科歯科大学 がん治療高度専門家養成プログラム

16 鳥取大学 銀の道で結ぶがん医療人養成コンソーシアム

3.総合評価順位 ‐
:

5

順位 整理番号 主担当大学名 プログラム名

1 6 千葉大学 関東広域多職種がん専門家チTム養成拠点

2 7 東京大学 横断的ながん医療の人材育成と均てんイЁ推進

3 14 大阪大学 チーム:医療を推進するがん専門医療者の育成
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中間評価結果 (プログラム別)            1



整理番号 1   1
主 担 当 大 学 ,

(連 携 大 学 )

札幌医科大学         :    j
(北海道大学、旭川医科大学t北海道医療大学)

取1 組  名 北海道の総合力を生かすプロ養成プElグラム

事 業 推 進 責 :任 者 黒木 由夫 (医学部長 ‐医学研究科長)

(取組概要 )

本プログラムは、.4大学の教育研究資源と道内各地のがん診療連携拠点病院をはじめ、
'職

能団

体・行政が密接に連携し、オニル北海道でがん専門医療人の養成に取り組む北海道の総合力を活

かした意欲的なプログラムである。                         ´

具体的には、4大学の教育研究機能を最大限に発揮し、大学院教育での単位互換をはじめ、講

義や実習などの相互連携を促進するとともにtチーム連携機能の重要性に着自した合同カリキュ

ラムを導入し、看護師、薬剤師、医学物理士などの医療スタッフ養成についても、がん薬物療法・

放射線治療・緩和医療などのがん専門医師養成とあわせ、体系的なコースを設定している。

またtがん診療連携拠点病院と連携した実習や実地修練をはじめ、よりltL域実態に即した実践
的な取組を行うとともに、インテンシブコニスではt効率的な遠隔教育や現地への出張講義も実

施することにようて、広大な医療圏を有する北海道傘域でのがん専門医療人の育成を実現する。

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :lol:人

(がんプロフェッショナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)iA

当初計画田順調に実施されており

される。       
「

現行の努力を継続することによつて目的達成が可能と判断

かつ円滑に機能 していること

(コ メン ト)

本プログラムは、当初目的に沿つた養成目標t養成計画のとおり着実に進展しており、また、
ロコーディネータが中心となり、大学院教育と大学病院等との連携協力体制を構築しt有機的

・放射線治療や化学療法に特化した教育研究組織を整備するなど、選定委員会での留意事項に

対して適切に対応がなされていること                 |
など、全体としてがん医療の質向上に努めており、がん医療の担い手となる高度な知識口技術

を持つがん専門医療人の養成を図るという本事業の趣旨・目的に合致した取組が行われているも

のとして評価できる。  ~
一方、

・医師以外の各医療スタッフ養成コ■スの具体的な養成目標・養成計画を明確にし、着実に養

成「連携を図ること。                             :
・補助事業終了後の取組継続のための具体的計画を考慮する必要があること   

｀

,大学院研究科と大学附属病院等との連携体制の強化を図ること

などについては、留意し、改善を行つた上で、今後プログラムを推進することが望まれる。 .

がんプロフェッショナル養成プラン (平成19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

ヽ

‐
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がんプロフエッシ ョナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

‐2‐

肇理番号 1   2
主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

東北大学

(山形大学、福島県立医科大学 )

取  組  名 東北がんプロフェッショナル養成プラン

事 業 推 進 責 任 者 山田 章吾 (がんセンタ■長)

(取組概要)

平成19年度「がんプ甲フェッショナル養成プラン」で選定された「東北がんプロフェッシヨ

ナル養成プラン」は、南東北におけるがん対策の一層の充実を図るため、若い人材を啓発し、専

門資格取得のために必要な学識・技能を習得させ、学際的かつ総合的な臨床研究推進能力を有し

たがん専門医療者を養成する大学・地域一体の包括的教育プログラムである。
.基

本理念「がんの

克月風を目指し、患者を優先する全人的がん医療の実現」の下に、①先端がん医療を切り開く国際

的がん臨床研究のリーダニ、包括的能力を有する質の高い地域のがん専門医療者の養成、②がん

専門医療者の人事交流とがん医療の標準化の推進による地域がん医療水準の均てん化、③臨床試

験と地域がん登録の推進によるがん医療水準の向上、を目指す6本プラン|よ東北、山形t福島県

立医科の3大学と22病院が連携する広域プランであり、単位互換や社会人入学制度を有する柔

軟な教育システムを実現する。

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :39人

(がんプロフェッショナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)A
当初計画は順調に実施されており、

される。

現行の努力を継続することによつて目的達成が可能と判断

(コ メント)         :     :
本プログラムにおいては、

"各コースの合同研修や合同カンファレンスの参加状況を成績評価に活用するなど教育課程に

工夫が行われているこ|と                          
｀ノ

ロ大学院と大学附属病院の連携・研究と臨床能力向上の両立に力を入れていること

などから、全体としてがん医療の質向上に努めており、がん医療の担い手となる高度な知識・

技術を持つがん専門医療人の養成を図るという本事業の趣旨 1目 的に合致した取組が行われてい

るものとして評価できる。    i
一方、                              ~
L連携大学間のみならず、東北6県のがん診療拠点病院間との連携体制をより確保すること

"各コニズとも当初計画の養成目標人数よりも実際の養成人数が下回つていること

口関連する医療従事者との連携だけでなく、地域の住民・患者等とも連携を図り、お互いの理

解を促進する具体的な取組を行う必要があること             
‐

などについては、留意 し、改善等を行つた上で、今後プログラムを推進することが望まれる。



整理番号 1   3

主 担 当 大 学

(,連 携 大 学 )

秋田大学

(岩手医科大学、岩手県立大学、弘前大学)

取  組  名 北東北における総合的がん専門医療人の養成

事 業 推 進 責 任 者 本橋 豊 (医学系研究科長)

(取組概要)

療人を養成する。

平成 119年度「がんプElフ 三ッショナル養成プラン」で選定された「北東北における総合的が

ん専門医療人の養成」は、がん死亡率の最も高い北東北のがん医療の改善や医療過疎地域を多く

抱える北東Jヒ地域において総合的がん専門医療人を養成する取組である。    子

このプログラムは,北東北の3医学系研究科と1看護学研究科が中心となり,1地域中核医療機

関との連携,情報ネットワークの活用,北東北のがん登録の統T,がん診療の精度管理を行う力

ンフアレンスの実施等により:医療追疎地域を多ぐ抱える北東北地域|三ぉぃで総合的がん専門医

各研究科とも:化学療法,放射線療法,緩和ケアの3コースと臓器別がんの横断的カリキュラ

ムを組み合わせ,大学・関係機関の広域的な協力,地域医療機関の連携:海外研修等を充実させ

ることで,高い臨床能力と研究能力を兼ね備えた総合的・全人的がん専門医等を養成するもので

ある。     i
参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 1,86人

いん`プロフェッショナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)C
当初計画を達成するには、がんプロフェッショナリレ養成プラン推進委員会の助言等を考慮し、

更なる一層の努力が必要と判断される。 '     ヽ

(コ メント)  : '・            ｀ /.
未プログラムにおいで1ま :大学院折究科と大学附属病院との連携のシズテムが整いつつおり、

内科 L外科 口放射線科・病理等が参画するキャンサーボニ ドを利用した実践的教育を行っている

ことなどから、がん医療の担い手となる高度な知識 L技術を持つがん専門医療人の養成を図ると

いう本事業の趣旨・目的に沿つた取組を行つているものとして評価できる。

一方、
[

“補助事業終了後の継続した取組の確保に必要な経済的裏付けI二ついて具体性が乏しし`こと

。FDや外部専門家の活用等、教員の資質の確保に関する取組を充実させること
.`″

・コーディネータを中心とした大学院教育ど医療機関等との有機的な連携体制を構築すること

,3大学問で計画や成果を評価し合う場を積極的に持つなど、連携大学問その効果的な連携体

制を図る必要があること                          ・

・専門医養成コ‐スに関し、臨床研究の実施体制.を有効に機能させるための工夫を行うこと

口がん専門看護師養成コニスの目標計画人数よりも養成人数が下回っていること

などにういてはt留意し、改善等を行つた上で、今後プログラムを推進することが望まれる。

がんプロフエッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

|

ヽ

   |

‐
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整理番号 1   4
主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

自治医科大学

(国際医療福祉大学)

取  :組  名 全人的ながん医療の実践者養成

事 業 推 進 責 任 者 藤井 博文 (附属病院腫瘍センタ■長)

(取組概要 )

本プランは、質の高いがん医療を遍く全国的規模で提供し、展開しうる医療人の養成である。

高度な臨床的実力をそなえ、地域において総合的な保健医療福祉活動に従事できる医師・看護師

の養成を行つている自治医科大学と薬剤師や放射線技師などの医療福祉専門職を専門に養成して

いる国際医療福祉大学が密接に連携し、がん医療において童要な「患者を中心としたチTム医療

に熟知した高度な臨床能力と研究能力を有した医療人」の育成を行う。本プランは、大学院教育

の場を中心に附属病院・連携病院を交えて行ぃ、両大学の位置する北関東圏のみならず、自治医

科大学医学部卒業生のネットワークと国際医療福祉大学の遠隔教育システムを活用することによ

り、全国的な地域がん医療の底上げによる均てん化を可能にしている。加えて、がんに関する正

しい知識を国民へ提供し、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を構築する

ことを目指す。             '                   ´

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :43人

(がんプ甲フエツシヨナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)C       .
当初計画を達成するには、がんプ由フェツショナル養成プラン推進委員会の助言等を考慮し、

更なるT層の努力が必要と判断される。

(コ メン ト)

本プログラムにおいて|よ、がん診療拠点病院や全国がんセンター協議会加盟施設において各コ

ースの実習を行うことで、講義で習得した知識を実践的に活用できる体制が整備されるなど、が

ん医療の担い手となる高度な知識・技術を持つがん専門医療人の養成を図るという本事業の趣

旨・目的に沿った取組を行つているものとして評価できる。

一方、 _
・ 3コ ニスの職種共同での実地修練や合同カンファレンスの実績がほとんどないこと

口国際医療福祉大学どの連携体制が不十分1で あること  ヽ

口国際医療福祉大でのキャンサーボTドをさらに
=層

機能口強化させること  '
日今後の養成目標 口養成計画について、数値目標等具体的方向性を持つこと
口補助事業終了後の連携大学との連携のあり方について具体的に考慮する必要があること

などについては、留意し、改善を行った上で、今後プログラムを推進することが望まれる。

がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

‐
4‐



′ がんプロフ土ッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

整理番号 1   5

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 ) 群馬県立県民健康科学大学)

群馬大学

(獨協医科大学、

取  組  名 北関東域連携がん先進医療人育成プラン

事 業 推 進 責 任 者 星野 洪郎 (医学系研究科長)

(取組概要 )

平成 19年度「がんプロフェッショナル養成プラン」で達定された「ギ関東域連携がん先進医

療人材育成プラン」は、北関東域におけるがん医療の改善とそれを推進するための大学院教育を

中心とする人材育成システムを確立する取組である。このシステムは専門医師養成コース 2件 t

医療スタッフ養成コニス2件 (イ ンテンシブコニス4件で構成されている:本補助金の目的と概

要に沿つて、がんに特化した医療人養成を行うための大学の横断的教育プログラムの実施、並び

にてがん医療人に対する実地修練プログラムを北関東域で実施するものである。さらに、平成2

2年度より群馬大学では本邦初の医療用小型重粒子線治療施設の稼働が始まり、今後、がん医療

における重粒子線治療の確立と全国への普及という重責を負うている。よって、重粒子線治療を

中心とした人材の育成は急務であり、本育成プランの取組として最重要問題でもある:

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :35人

(がんプロフェッショナル奉成プラン推進委員会による所見)

計画達成のためには、これまで以上の努力が必

:(総合評価)B
当初計画通りに取組は実施されているものの(

要と判断される。    ・

(コ メン ト).              ―

本プログラムにおし`ては1     1       ,
・放射線治療の専門的な教育組織が整備されt有効に機能していること 1     1
・各診療科を超ぇた横断的な書学的治療についての研修体制が確立されていることヾ

などから、がん医療の担い手となる高度な知識:L技術を持つがん専門医療人の養成を図るとい

う本事業の趣旨 :目的に沿った取組を行つているものとして評価できる。

三方、

・ ・獨協医科大学、群馬県立県民健康科学大学との連携プログラムであるが、大学問の連携が弱

く、選定委員会での留意事項に対して適切な対応がされていないこと      :
・がん薬物療法に特化した講座の設置について検討すること

口緩和ケアに関する取組が弱いこと       、           .
.・ 今後の養成目標 "養成計画について、数値目標等具体的方向性を持っこと

,プログラム関係者のみならず、地域住民等とも意見交換する機会を設け、共に地域のがん医

療の質の向上に環り組むこと                         : :
などについては、留薫し、改善を行つた上で、今後のプログラムを推進することが望まれる。1

‐
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がんプロフ ェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

整理番号 1   6

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

千葉大学    ._         ｀

(筑波大学、埼玉医科大学、茨城県立医療大学)

取  組  名 関東広域多職種がん専門家チーム養成拠点

事 業・推 進 責 任 者 丹沢 秀樹 (医学研究院副研究院長)

(取組概要 )

平成19年度「がんプロフェッショナル養成プラン」で選定された I関東広域多職種がん専門

家チーム養成拠点」は、千葉県、茨城県、埼玉県におけるがん専門家育成のためのコシソニシア

ムを形成する取組である。こ.の
地域の人口は日本総人口の 8分の 1強を占める二方、都道府県別

人口比医師数のワース ト1、 2、 3位を占める医療過疎圏でありtこの地域における充実した効

率的がん診療・医療人育成の確立はがん医療の均てん化に極めて重要である。申請 3大学 (21

年度より4大学)を中心に、関連施設を包括した拠点を形成する。また、各自治体医療政策とも

緊密な連携を既に確立している。これらの施設が大学、職種の壁を取り払い、人的・教育資源を

“
プログラムジiTクボツクス1と して共有しく施設毎、職種毎に適した形に再構築 口活用し、

がん診療ケア・研究の多職種専門家を効率的に育成する計画であるざ

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :161人

(がんプロフェッショナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)A  ■

当初計画は順調に実施されており、

される。
.     

ヽ

現行の努力を継続することによつて目的達成が可能と判断

(コ メン ト)

本プログラム|まt当初設定した養成目標・養成計画に従って、着実に進展しており、選定委員

会の審査結果への留意事項への対応も適切に行われていることから、全体としてがん医療の担い

手となる高度な知識・技術を持つがん専門医療人の養成を図るという本事業の趣旨・目的に合致

している優れた取組を行うているものとして評価できる。 1

また、本プログラムを契機として整備された腫瘍に関する講座やチすム医療に関する取組等は

大学院教育のみならず、学部教育における腫瘍学教育の発展にもつながつており、補助事業終了

後におし`ても、プ甲グラムの成果を今後も普遍的に継続させるため、連携大学とのがん専門の連

携大学院設立を目指しているなど、本プログラムは、他のプログラムの模範となるょうな先駆的

な取組が行われている。

Tttt筑波大学における放射線1重瘍学コ‐ズやがん専門薬剤師養成コースについては、十分な

養成が行われておらず、より具体的な目標・計画によつて養成が行われることが期待される。

今後とも、現在の取組をより下層発展 ,推進させることが望まれる。

-6‐



整理番号 1   7

主 担 当 大
′
学

(連 携 大 学 )

東京大学

(横浜市立大学、東邦大学、日本大学)

取  組  名 横断的ながん医療の人材育成と均てん化推進

事 業 推 進 責 任 者 清水 孝雄 (医学系研究科長)

(取組概要)

平成19年度「がんプロフエッショナル養成プラン」で選定された「横断的ながん医療の人材

育成と均てん化推進」は、東京大学を代表とする本プラン参加大学におけるがんの集学的治療、

特に横断的な化学療法、放射線治療、緩和医療の指導的人材を育成する取組である。このプラシ

は、各大学内の横断的ながん診療の統括組織の指導によるがんの臨床研修とともに、国際的に高

く評価されている指導者の下でのがん研究を推進することによつてごわが国におし`て急務を要す

る課題であるがん医療の質の向上を目指すものである。医療スタッフ養成では、がんチニム医療

の実地修練と学位取得によりt各領域l千 ぉける指導的人材を育成する。このように、本プランは

がんの集学的治療の専門医療人の教育基盤を形成し、がん診療の全国均てん化に資するとともに、

がんトランスレニショナル Lリ サーチの拠点を形成し、わが国lFおけるがん総合医学の先導的役

割を果たすものである。

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :93人

(がんプロフェ

'シ

ョナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価):A 、
｀                          `

、当初計画は順調に実施されており、現行の努力を継続することによって目的達成が苛能と判断

される:             ) ●  ′

(コ メント)           .                       r
本プログラムは、全体として順調に実施されており、すべての導準大学のoコ■スの職種とも、

診療科を照えた院内横断的な症例凛び冶療計画検討の場であるキャシサニボー ドベの一定回数の

出席を,コ ースの修了要14と していることなど、1がん医療の担しヽ手となる高度な矢口識 口技術を持つ

がん専門医療人の養成を図るという本事業の趣旨コロ的に合致している優れた取組を行うている

ものとして評価できる。

教育の責を高めるため、コース教育の全職種に対応する特任教員組織を整備し、また、本プロ

グラムでは、連携大学問共同で教材を開発するなど、全国におけるがん診療め均てん化に結びづ

くような波及効果も目指していることから、他のプログラムの取組を牽引する役割も果たしてい

る。      .
なお、=部

の連携大学と連携機関との活動が活発でなし`点及び日本大学におけるがん専Fl薬剤

師養成コTス との連携のあり方については、留意し、改善を図うた上で、今後とも、現在の取組

をよリニ層発展させることが望まれるも‐         '       `

がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果
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がんプロフェッショナル養成プラン (平成19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

整理番号 1   8

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

東京医科歯科大学

(日 本医科大学t東京工業大学、東京薬科大学)

取  組  名 がん治療高度専門家養成プログラム

事 業 推 進 責 任 者 大野 喜久郎 (医学部長)

(取組概要)

平成 19年度「がんプロフ土ッショナル養成プラン」で選定された「がん治療高度専門家養成

プログラム」では、包括的にがん医療に携わる専門医師として大学院教育において放射線療法・

化学療法 口緩和ケアの養成を行う。口腔領域を含む頭頸部がん、放射線治療ヾがん患者の癒しに

ういては重点的に対応する。医療スタッフ養成は、がん看護専門看護師、医学物理士および放身寸

線治療品質管理士を対象とする。がん治療専門医師の養成は東京医科歯科大学と日本医科大学の

連携により、医学物理士および放射線治療品質管理士の養成は東京医科歯科大学と東京工業大学

の連携により行う。実習に関しては東京医科歯科大学と日本医科大学病院、および連携医療機関

で実施し、インテンシブコ‐スについては連携医療機関から専門医師を受け入れる体帝1と する。

平成 21年度からは1東京薬科大学との連携によりがん専門薬剤師の養成に必要な科目の強化も

行つている。                                1
参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :133人

(がんプロフェッジョナル養成プラン推進委員会による所見 )

(総合評価)C
当初計画を達成するに|よ、がんプロフェッシヨナル養成プラン推進委員会の助言等を考慮し、

更なる一層の努力が必要と判断される:

(コ メン ト)

本プログラムは、コニデイネータが中心となりt大学院教育と大学附属病院、各診療科t外部

の医療機関等との連携が円滑に機能しているなど、がん医療の担い手となる嵩度な知識・技術を

持つがん専門医療人の養成を図るという本事業の趣旨・目的に沿つた取組を行つているものとし

て評価できる。            1
-方、
口看護師等の医療スタッフを含めた医療チTムを構成し、教育プログラムあ実践のために有効

に機能させる必要があること            1           ,

「 3コ■スの職種の学生が共同で行う合同演習科目や、学生のキャンサーボニドヘの参加など

の取組が不十分であること

口既存の FD活用に加え、チーム医療の実践的教育手法の導入等、教員の資質向上に係る取組
_ヽ                              1

を充実させること  :.:      ｀

口連携大学問の連携体制が十分でなく、選定委員会での留意事項に対して適切な対応がされて

いないこと

口がん専門薬剤師の養成について、他大学との連携体制の充実に努めること

などについては、留意し、改善等を行った上で、今後プログラムを推進することが望まれる。

‐
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がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)め取組概要及び中間評価結果

整理番号 1   9

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

北里大学                     i
(慶應義塾大学l聖マリアンナ医科大学こ東海大学、山梨大学、聖

路加看護大学、首都大学東京、信州大学、東京歯科大学 )

取  組  名 南関東圏における先端的がん専門家の育成

事 業 推 進 責 任 者 岡安 勲 (医療系研究科長 )

(取組概要)

平成19年度「がんプロフエッショナル養成プラン」で選定された「南関東圏における先端的

がん専門家の育成」はtiがん医療の臨床現場を強力に牽引する各スペシャリスト集団を養成する

熟育研究共同体を倉1出 し、1医師、医療スタッ7の分野の統合的実践型教育を行い、先端的がん治

療の均てん化を目指す。本拠点は本邦有数のがん患者治療の実績を誇り、先端治療を開発展開し

てきた。さらにがんに特化した各医療スタッフの日本随二の育成実績がある:これらの基盤に立

脚し、①豊富な症例とキヤンサーボニ、ドによる集学的治療の体得、,②化学・放射線療法 :緩和“

低侵襲外科・リハビリなど先進的がん治療研修、③MDアンダrソ ン病院スタッフを加えた全職

業人合同実践的チーム医療研修、④模擬患者の支援による医療人間科学に基づいたがん患者と家

族へのケアスキルの習得ミ⑤臨床,基礎研究に対応できるがん専門職業人の育成、⑥」COG等
の広域がん治療研究グループヘの共同参加(⑦短期習得型インテンシブ,コニスを行う。 i

参考 平成22年 5月時点の養成受入数 :167人

(がんプ画フェッショナリレ養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)A     :
当初計画は順調に実施されており、

される。

現行の努力を継続することによって目的達成が可能と判断

(コ メント)  :                 _                 ′

本プログラムにおいてはt       i           :          i
口知識教育のみならず、チーム医療の中で各職種の立場に合つた現場での実践的な診療研修が

: 有効に機能していること

「プログラムとしての意思決定を円滑行えるよう研究科長で構成された会議を設立をするなど、

: 
選定委員会の留意事項に対して適切な対応がなされていることと

などから、全体としてがん医療の担い手となる高度な知識口技術を持つがん専門医療人の養成

を1図 るという本事業の趣旨ロロ的に合致した取組を行つてじヽるものとして評価できる。

:放射線治療分野の教育等において、施設ごとの教育研究体制に偏りが見られること

,各大学問 =各
'コ

=ス間で養成人数に大きな差があること :   :′
口慶應義塾大学等、連携大学との更なる有機的な連携体制を構築すること

などについては1留意し、改善を行つた上で、今後プログラムを推進することが望まれる。

‐
9‐
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がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

整理番号 |‐  11 0

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 ):

順天堂大学

(明治薬科大学、東京理科大学、立教大学、新潟大学)

取  組  名 実践的・横断的がん生涯教育センタニの創設

事、業 推 進 責 任 者 富野 康日己 (医学研究科長)

(取組概要 )

平成19年度「がんプロフェッショナル養成プラン」で選定された「実践的・横断的がん生涯

教育センターの倉1設」は、順天堂大学がん生涯教育センターにおける Iがん患者の視点'1に立っ

たがん医療を大学改革の実践の場とする取組である。この取り組みは「裾野の広い、且つ高い品

性」のある「がん医療」を目指し、大学の改革実践の「場」として「がん生涯教育センター」を

創設し、順天堂大学附属6病院の3199の病床に加え、養成環境を充実させるため 新ヽ潟大学とが

:ん治療において高い臨床能力養成と実績をもつ 5医療機関と連携し、教育研究 口診療環境を整備

した。また、医療スタッフ養成については、順天堂大学のほか連携大学院 (東京理科大学、明治

薬科大学、立教大学)との協力を強化し、患者の視点に立った医療を、順天堂学是「仁」(人を慮

る心、慈しむ心)に基づき、がん医療を担う医療本養成を「がん生涯教育センタT」 を拠点1平行

うことであるょ

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :120人

(がんプロフェッショナル養1成 プラン推進委員会による所見 )

(総合言刊面)B     I
'当初計画通 りに取組は実施されているものの、

要と判断される。

計画達成めためには、これまで以上の努力が必

(コ メント)

.本プログラムは、がん診療を専門的に行う医療スタ

'ラ

も含めた医療チームを組織し、当該組

織が教育プログラム実践のために有効に機能しているなど、がん医療の担い手となる高度な知

識 P技術を持つがん専門医療人の養成を図るとぃう本事業の趣旨・目的に沿つた取組を行つてい

るものとして言平価できる。     
・
         、

一方、        
´
     ■

|がん治療I三係るチーム医療のトレ百二ングとして、3当 一ズの職種が共同で参加する実地修

練や含同カンフアレン不を、よりきめ綱かく実施すること             ―

日化学療法に特化した講座の設置について検討すること

口大学問、コース間における具体的な連携体制が不明確である等、選定委員会での留意事項に

対しで適切な対応がされていないこと

口
補助事業終了後の連携大学との連嬌のゎり方について具体的に考慮する必要があること

ロ プ由グラム内での医療スタッフの役害1を明確にすること '

などにういては、留意し、改善を行つた上で、今後のプログラムを推進することが望まれる。

 `  ‐10‐



がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

整理番号 1   11
主 担 当 大 学

(連 携 大 学 ) 石川県立看護大学)

金沢大学

(富山大学、福井大学、金沢医科大学、

取  組  名 北陸がんプロフェッショナル養成プログラム

事 業 推 進 責 任 者 : 中沼 安二 (医学系研究科長)

(取組概要)

平成 19年度「がんプロフェッシヨナル養成プラン」で選定された「北陸がんプロフェッショ

ナル養成プログラム」はtがん医療における高い臨床能力と研究能力を併せ持つ、がん専門医師

および医療スタッフ養成のための融合型教育システムの構築を目的とし、教育ツールの ICTを
「がんプロネット」として北陸地域内外でのがん情報交換・発信にも活用する取り組みでぁる。
‐
このプログラムに参加する4大学病院及びがん診療連携拠点病院は当地域のがん患者の 700/0以上

を診療しており、テレビ会議システム|三よるキャンサーボTド症fFl検討会などにより、参加全病

院に各種がん診療の標準化を求め地球のがん診療の質的向上、均てん化を図る。また集積された

がん診療データベースを用いてアウトカムの検証を行い、診療向■のためにフィTドバツクする

とともに臨床来同研究に発展させようとするものであるも

(がんプロフエツショナル養成プラン推進委員会による所見 )

(総合評価)B         _
当初言十画通りに取組は実施されて

｀
し`るものの、

要と判断される8

計画達成のためIIは、、これまで,以上の努力が必

(コ メン ト) i           l´        ′
  _ 、 「   .   .

本プログラムにおいては1           
｀       メ  ` _ |

1・ 遠隔地の連携大学とのテレビ会議システムIヒ ょり、がん治療に係るチーム医療と`してキャン

サすボ丁ド症例検討会を設置し、診療口治療を集学的に構築していること     ｀

|・ 北陸3県すべてのがん診療拠点病院が参加するなど、地域等との連携 =協力体制が有効に機

能していること ,     ■                         、

などから、がん医療の担い手となる高度な知識 口技術を持うがん専門医療人の養成を図るとい

う本事業の趣旨・目的に沿った取組を行つているものとして評価できる。 
′      `

・補助事業終了後の取組継続のための具体支援策や、他大学との連携のあり方等について十分

に考慮すること      , 1          1
日本プログラムに特化した学生への必要な相談支援体制を整備すること

コがん看護専門看護師養成課程はt予定した 3大学養成課程にっいて1日本看護系大学協議会

|の認定が1校を除いてされていないこと                 ,
日外部有識者の活用等、教員の資質向上や能力開発の推進に係る取組を充実すること ´

などについては、留意し、改善を行うた上で、:今後プログラムを推進することが望まれる。

■
■



がんプロフエッショナル養成プラン (平成19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

整理番号 1   12

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

名古屋大学           ′

(浜松医科大学・名城大学・岐阜大学・岐阜薬科大学・藤田保健衛

生大学・名古屋市立大学 口愛知医科大学 )

取  組  名 臓器横断的がん診療を担う人材養成プラン

事 業 推 進 責 任 者 祖父江 元 (医学部・医学系研究科長)

(取組概要 )

平成 19年度「がんプロフェ

'シ

ョナル養成プラン」で選定された臓器横断的がん診療を担う

人材育成プランは、多職種による専門的で協調的なアプロ

「

チを通して、世界標準にかなう高水

準のがん医療を安全に効率よく
´
実施するため、臓器横断的に化学療法や放射線治療を担う臨床腫

瘍医やチーム医療を構成するがん専門医療スタッフを養成する取組である。        、

本学は、浜松医大、名城大、岐阜大、岐阜薬科大、藤田保健衛生大、名古屋市立大と愛知医科

大、愛知県 “静岡県がんセンター「 放射線医学総合研究所などの高度ながん医療を提供する医療

機関、さらに地域の医師会と県がん診療連携協議会などの行政機関との広域連携を構築した。こ

の取組の特色は、従来め臓器別診療にとらわれない横断的な部門 (名 大化学療法部など)を中心

とし、臨床月重瘍医とがん専門医療スタッフを養成する教育プログラムによって、世界標準にかな

うメディカルォン当ロジニチームを育成することである。        |
参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 i約 68人

(がんプロフェツシヨナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)A
当初計画は順調に実施されておりi

される。

現行の努力を継続することによつて目的達成が可能と判断

(コ メント)          _  1    1     1
本プログラムは、当初目的に沿つた養成目標、養成計画のとおり着実に進展しており、また、

口実際の診療現場での実習を重視し、放射線治療、化学療ホ、緩和ケア等診療科昴1で実践的な

研修が有効的に機能していること

・各大学ともに大学病院内にキャンサーボー ドを設置し、診療科及び職種横断的なカンファレ

スが実施され、有効に機能していること

口各大学ごとに市民公開講座が開かれ、取組の効果が地域に波及していること  :  (
などから、全体としてがん医療の担ιヾ手となる高度な知識「技術を持つがん専門医療人の養成

を図るという本事業の趣旨ロロ的に合致した取組を行つているものとして評価できる。

一方、

・今後の養成目標“養成計画について数値目標等具体的方向性を持つこと

口選定委員会での留意事項である放射線治療に係る医療スタップの養成に関してよリー層取組

を図ること    ,        1
などについては、留意しミ改善を行った上で、今後プログラムを推進することが望まれる:

‐12‐



整理番号 1   13

主 担 当 大 学 |

(:連 携 大 学 )

京都大学     |
(三重大学、 滋賀医科大学: 大阪医科大学)

取  組  名 高度がん医療を先導する人材養成拠点の形成

事 業 推 進 責 任 者 光山 正雄 (医学研究科長)

(脚概要)                    :               |
平成 19年度「がんプロフェッショナル養成プラ′ン」で選択された「高度がん医療を先導する

人材養成拠点の形成」は、参加連携大学の特徴 (京都大学の高度で体系的ながん診療、二重大学

のがん専門看護師教育、大阪医科大学の綿密な化学療法 :緩和医療、がん診療連携拠点病院であ

る三重大学と滋賀医科大学の良質な地域連携医療)を生かした職種横断的な環境の中で高度なが

ん教育を推進する取り組みである。                     1
特にが″センター等における教育基盤を強化・整備し、がんのチTム医療を実践できる多様な

がん専門職を、質および量の両面において養成する。また、大学と連携病院とが有機的かつ相補

的に連携することで、特に東近畿地区の標準的がん医療の体制整備を行い、さらにはがん専門職

め広域的な育成を通してその適正配置にも貢献したい。最終的には1チーム医療を基盤とした最

先端のがん医療を実践しつつ質の高い臨床研究を先導できる高度ながん専門職育成を目指す。

参 考 平成 22年 5月時点の養成受入数 :88人

(がんプロフェッシヨナル養成プラン推進委員会による所見)

これまで以上の努力が必

(総合評価)B        ´    |
当初計画通りに取組は実施されているものの1

要と判断される。        [
(コ メ|ン ト)                          ‐

本プログラムにおいては、 :      1 1  :

・専門医の養成に関し、各¬一スとも学生の臨床研究をサポートする体制が整備されており

それぞれ効果的に機能していること

口各地域のがん診療拠点病院等との連携が有効に機能していること

などから、がん医療の担い手となる高度な知識 "技術を持つがん専門医療人の養成を図るとい

う本事業の趣旨・目的に沿つた取組を行つているものとして評価できる。        ・

一方、
「

・各大学において、それ

・ 補助事業終了後の具体的支援策、他大学との連携のあり方等について十分に考慮すること

口各コースにおけるコーディネータの役割を明確にすること

"今後の養成目標、養成計画にういて具体的な数値目標等を設定すること

などについては、留意し、改善を行つた上でo今後のプログラムを推進することが望まれる。

ぞれ独立した腫瘍内科、放射線治療科の設置について検討すること

がんプロフェッシヨナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

‐13-



整理番号 1   14

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

大阪大学

(兵庫県立大学、京都府立医科大学、奈良県立医科大学、和歌山県

立医科大学)  i    、

名組取 チーム医療を推進するがん専門医療者の育成

事 業 推 進 責 任 者 松浦 成昭 (医学系研究科教授)

(取組概要)                         ｀

平成 19年度「がんプロフェ,シ ョナル養成プラン」で選定された「チニム医療を推進するが

ん専門医療者の育成」は、関西地域におけるがん医療に従事する医師・医療スタッフの養成及び

がん診療にかかわる医師の能力向上を図る取組である。がん専門医養成コースにおいて腫瘍内

科 1放射線治療 口緩和医療の各専門医を、がん専門医療スタウ,ラ養成コースでは、がん看護専門

看護師、医学物理士、細胞検査士、がん専門薬剤師、緩和薬物療法認定薬剤師の養成を、がん専

門インテンシブコースでは医師及び細胞検査士に対して最新のがん診療又は検査に関する教育を

行う。本プランは大阪大学、兵庫県立大学ti京都府立医科大学、奈良県車医科大学、和歌山県立

医科大学の 5大学が協力し、各専門職種の連携をi栗めてチーム医療の実践を図るもので、このプ

ランの実施によりtチーム医療を推進できるがん専門医療者を育成し、関西地域におけるがん医

療向上を図ることができる。                       ′.

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :102人

(がんプロフェッショナル養成プラン推進委員会による所見):

(総合評{面)A        .              :            i
当初計画は順調に実施されており、現行の努力を継続することにようて目的達成が可能と判断

される。       :

(コ メン ト)                           、

本プログラムは、_当初設定した養成目標コ養成計画に従つて、着実に進展しており、オンコロ

ジーセンターの組織やキヤンサ∵ボτド(カ ンフアレンスの活用によるチ‐ム医療の実践と教育

研修のほか、参加した学年による議論などが行われ、学生の学習効果を高めることに意欲的に取

り組むなど、全体として順調にプログラムが実施されており、地域との連携も緊密かつ甲滑に行

われていると考えられることからだがん医療の担い手となる高度な知識口技術を持つがん専門医

療人の養成を図るという本事業の趣旨・目的に合致している優れた取組を行つているものとして、

評イ面できる。1                      :        '  |
一方、今後は、連携大学や他の医療機関とより円滑に連携した取組が望まれ、プログラムとが

ん専門薬剤師との関わりのあり方及び補助事業終了後の連携のあり方についても考慮した上でt

プログラムが推進されることが期待される。

がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果
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整理番号 1   15

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

近畿大学

(大阪市立大学、神戸大学、

看護大学)'

兵庫医科大学、大阪府立大学、神戸市

取  組  名
′ 6大学連携オンコロジーチーム養成プラン

事 業 推 進 責 任 者 塩崎 均 (医学部長)

(取組概要)            1            ・ :
平成19年度 Fがんプ由フェッショナル養成プラン」で選定された「6大学連携オンコロジー

チーム養成プラン」はt近畿の国・公 “私立6大学の医学・看護学“
'薬

学系大学院研究科が共同

して質の高い医師、医療スタッフのオンコ甲ジーチームを養成するものである。共通特論を含む

共通の教育プログラムにより放射線腫瘍専門医tがん薬物療法専門医、がん看護専門看護師、が

ん専門薬剤師、医学物理士の養成コTスにインテンシブコースを加えて多くの対象者を募集する。

大学附属病院と近畿4府県のがん診療連携拠点病院、国立がんセンタニ東病院と連携し、高度な

知識と技術を修得可能としチーム医療が実践できる医療人を育成、近畿全体のがん医療水準の向

上と均てん化を目指す。腫瘍内科学、放射線腫瘍学、1がん看護学の教育に実績のある大学が中心

となり、更に外部から優れた教授陣をカロえ充実した教育プログラムを推し進めることから優れた

人材育成が可能である。       :  i          l            i
参考 平成22年 5月時点の養成受入数 :95人 '

(がんプロフェツショナル養成プラン推進委具会!=よう所見)

(総合評価)A
当初計画は順調に実施されており、

されるも

現行の努力を継続することによつて目的達成が可能と判断

(コ メン ト)                             ・

本プログラムはt当初目的に沿つた養成目標、養成計画のとおり着実に進展しており、また、
コン3コ Tス ともに、知識教育のみならずt実践的な診療研修が有効的に機能していること

“多職種の学生が協力して模擬患者とともにロールプレイを行い、内容||つ いて討議を行う演

習を必須課題とする様ど、チーム医療のトレー■ングが有効的I子機能してぃること :

などから、全体として,がん医療の担い手となる高度な知識・技術を持つがん専門医療人の養成

を図るという本事業の趣旨 “目的に合致した取組を行つているものとして評価できる。 .   =
一方、      ,
・連携大学問での取組は行われているものの、医師以外の医療スタッフの養成コ下スを設置し

ている大学との導携体制が十分ではないこと  ―            ｀ :
・各大学において放射線治療に特化した講座の設置について検討すること

"外部有識者の活用等、より効果的な教員資質の確保に関する取組を行うこと      :
‐補助事業終了後の取組を継続するための具体的支援策を考慮すること

などにつし`ては、留意し、改善を行つた上でt今後プログラムを推進することが望まれる。

がんプ甲フエツシヨナル養成プラン (平成19年度選定)の取組概要及び中間評価結果
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整理番号
´
1   16

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

鳥取大学

(島根大学 広島大学)

取 .組 ´ 名 銀の道で結ぶがん医療人養成コンソーシアム

事 業 推 進 責 任 者 井藤 久雄 (副学長)

(取組概要)              ・

平成 19年度「がんプロフェツショナ}曜成プラン」で選定された「銀の道で結ぶがん医療人

養成コンソ■シアム」は,中国地方中山間地におけるがん医療の均てん化を目指す取組である。

中国地方め内陸部を共有する鳥取・島根・広島の3県 , 3大学の大学院研究科が連携して相互補

完を図り,がん医療に携わる人材の育成を効率よく行う。特徴は,①医療技術の相互の向上を図

る人材交流や単位互換,②e― learningや TVカ シファレンスによる
.リ

アルタィムな情報交換,③

医療スタッフ講習会による教育機会の提供,④ 3大学合同ミニシンポジウムによる相互評価にあ

‐る:本プランは,医師や医療スタッフの教育を充実させ,地域全体でがん専門職を養成すること

であり,全国のがん専門職養成のモデルになることが期待される。

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :99人

(がんプロフエッショナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)C                        ■

当初計画を達成するには、がんプロフェッショナル養成プラン推進委員会の助言等を考慮し、

更なる一層の努力が必要と判断される。                       i
(コ メント)           ‐‐

本プログラムにおいては、各大学に化学療法、放射線治療の専門家が配置され、また、テレビ

会議システム等における大学問の連携に意欲的に取り組むなど、がん医療の担い手となる高度な

知識 口技術を持つがん専門医療人の養成を図るという本事業の趣旨 ロロ的に沿つた取組を行うて

いるものとして評価できる。        、

一方、 |   :     :         
′

・ 3大学間の連携体制を強化し、:横断的なプログラムを構築すること           |
・補助事業終了後のプログラム継続のための具体的な支援、他大学との連携のあり方について

考慮する必要があること       '
コ今後の養成目標、養成計画について数値目標等具体的方向性を持つこと

ご専門医養成に関し、臨床研究の実施体制を独自に整備する必要があること

,各コースともに実践的診療研修を有効に機能させること               
´

な`どについては、留意し、改善を行つた上で、今後プログラムを推進することが望まれる。

がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果
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がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果

整理番号 1   17

主 担 当 大 学

(`連 携 大 学 )

岡山大学    ・ :

(岡 山大学、愛媛大学、香川大学、

女子大学、徳島大学、山口大学)

川崎医科大学、高知大学、高知

取  組  名 中国 口四国広域がんプロ養成プログラム

事 業 推 進 責 任 者 谷本 光音 (医歯薬学総合研究科教授)

(取組概要)             ・:      |       :    :
平成19年度「がんプロフェッショナル養成プラン」で選定された「中国・四国広域がんプロ

養成プログラムーチ‐ム医療を担うがん専門医療人の育成一」は、中国・四国色大学の大学院が

一つのコンソーシアムをつくり、各大学の特長を生かしながら大学の相互協力と補完により、多

職種のがん専門職養成のためのコースワークを整備し、_これにがん診療連携拠点病院が連携する

ことにより、広い地域にむらなくがん専門職を送り出すプ由グラムである。がんに蘭わる多職種

専門職が有機的に連携し、チニムとしてがん診療と研究を行うべく職種間の共通コアカリキュラ
ムの履修を出発点として教育研修を行う。個人の専門的臨床能力のみならず、チーム医療や臨床

研究の能力を身につけた専門職が数多く育成されることにより、地域におけるがん治療の均てん

化、標準化が期待されると共に各大学、地域における臨床研究やトランスレーショナルリサーチ

などの活性化が期待される。 :                 ́     
｀

参考 平成 22年 5月 時点の養成受入数 :約 197人

(がんプロフェッショナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)A
当初計画は順調に実施されており、

される:         |
現行の努力を継続することにょうて目的達成が可能と判断

(コ メント)       :       l      .       1 :
本プログラムは、内科日外科・放射線科等の関連診療科の横断的な参画が有効に機能しており、

また、専門医養成コ=スにおける臨床研究の実施体制に関し、多施設共同臨床試験が行える環境

整備や臨床試験推進委員会の設置、学生による臨床試験の計画書の作成等の取組が行われてしヽる

ことから、全体としてがん医療の担い手となる高度な知識口技術を持つがん専門医療人の養成を

図るという本事業の趣旨ロロ的に合致した取組が行われているものとして評価できる3 ●
広域にゎたるプログラムとしてリスクがある一方、連携が有機的IF働 けば、地域全体のがん医

療の向上とネットワークが期待できることから、            1
・連携大学「病院の連携体制や指導者の相互乗り入れ等の強化を図ること,   :  : =

,                ´                             ●

        1

‐・放射線療法、化学療法ともに専門特化した講座の設置について検討すること

・補助事業終了後の:プ甲グラ1継続の|た
めの具体的な支援、他大学との連携のあり方Iこついて

十分考慮する必要があること、   :      1
1な どについて、留意し、改善を行つた上で、今後プログラムを推進することが望まれる。
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整理番号 1   18

主 担 当 大 学

(連 携 大 学 )

九州大学                 :
(産業医科大学、福岡大学、久留米大学、福岡県立大学、佐賀大学、

長崎大学t熊本大学、
'九

州看護福祉大学、大分大学、宮崎大学、鹿

児島大学、琉球大学 )

取  組  ′名 九州がんプロフェッショナル養成プラシ

事 業 推 進 責 任 者 高柳 涼― (医学研究院長)

(取組概要)

｀
「九州がんプロフェッショナル養成プラン」は:九州大学を中心に九州の医療系13大学、地

域のがん拠点病院、緩和ケア専門病院|こ よるネットワTク (九州がんプロフ主ッショナル養成協

議会)を構築し、行政や医師会と連携して九州全域にがんの医療、情報収集、教育、研究を展開

している。各大学はコーディネーターを中心に教育プログラムを実施し、各専門職養成当―スに

おいて共通の基準で修了認定を行つている。5年間の取組期間を通して、教員の交流やeラニニ

ングによる授業の共有によつて、より効果的かつ効率的な教育の実現を目指し、さらには将来的

なプラン間の連携についても検討を開始したところである6今後、このネットワークを通じて地

域のがん医療の担い手として九州各地に修了者を配置する予定である。

参考 平成 22年 5月時点の養成受入数 :203人

(がんプロフェッショナル養成プラン推進委員会による所見)

(総合評価)A        '  ,   「

当初計画は順調に実施されてお り、現行の努力を継続することにようて目的達成が可能と判断

'される。          1            1

(コ メン ト)            
｀

本プログラムにおいては、

IF緩和医療学実習」においては、患者が抱える身体的t精神的苦痛を軽減するための方法、患

者・家族とのコミュニケーシヨン技術等実践的な診療研修が有効に機能していること

・がん看護専門看護師養成コースではt病院実習を通して学生が患者の疼痛コントロールや家

族も含めた心理社会的支援を学ぶ機会を設けていること

などから、全体としてがん医療の担い手となる高度な知識 :技術を持つがん専門医療人の養成

を図るという本事業の趣旨・目的に合致した取組が行われているものとして評価できる。 i
一方、

・今後の養成目標 口養成計画について数値目標等具体性方向性を持うこと       '
・補助事業終了後のプログラム継続のための具体的支援策について考慮が必要であること

各ヽ大学で設置しているコニスによつて、多職種共同での実地修練が実施の可否にばらつきが

見受けられなど、連携する大学全体としての教育環境の均質化を図る必要があること ,

などについては、留意して改善を行つた上で、今後のプログラムを推し進め、九州全域にわた

るがん医療のコキクシヨンが構築される|とを期待されるL・

がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)の取組概要及び中間評価結果
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1     1(別 添 4):

がんプロフェッショナル養成プラン (平成 19年度選定)  、
1

:中
間評価スケジュニルにつ:いて

く平成22年 >       `i
l月 27日    iが んプロフェッショナル養成プラン推進委員会

,

の設置     ~

2月  5日     評価要項等の決定

2月 1‐2日  j   中間評価の実施通知 (文部科学省→各大学)

i3月  4日 :   
進捗状況報告書提出 (各大学マ文部科学省)

3月 11日`～ 23日 がんプ由フェッショナル養成プラン推進委員会

委員による書面評価     `

i 3月 30日
・   がんプロフェツショナル養成プラン推進委員会

(中間評価の取りまとめ、評価案の作成)

10月 中間評価結果の通知・公表



｀                           (別 添 5) i .

カミん プ ロフエ ッシ ヨナ ル養 成 :プ ラウ
:推

進 委員会      :
i       委 員 名 簿     ‐  l  f l

:         :  (五 十 音 順 、敬 称 略 )

1`    (◎ :i委 員 長 )

荏費 j笠∵  : 昭和棄れ大学長

いまい  こうぞう
       崖科学研究所附属病院長 口教授◎ 今井  ・

浩三   東京大学

r' うちだ  たけお
       社 団内田医院理事長内田  健夫   医療法人

西條  長宏   近畿大学医学部特任教授

なかがわ    けいいち

中川  恵一   東京大学医学部附属病院准教授

名〕||  ]ム ゴ    東京大学大学院医学系研究科教授

樋野  興夫   順天堂大学 医学部教授

本 田 麻由美   :争 売新聞東京本社編集局社会保障部記者

みなみ      ひ ろ こ

南   裕子  : 近木姫略大学長

も り     た け お

森   武生   東京都立駒込病院名誉院長  :

門 田  守
´
人   '大 阪大学理事 口副学長

:           平成22年 9月 1日現在

計 11名



がんプロフ三ヅショナル養成プラ_ン評価要項

(別 添 6)

平成 22年 2月 5日

がんプロフ干ツシヨナ/1/1成プラン推進委員会

大学改革推進等補助全 (以下、「補助全」という。)=により実施されるがんプロフェッ
ショナル養成プランの中間:事後評価li、 この評価要項により行うものとする:

1. 評価の目的         '       1  '
【中間評価】          :
補助金の目的が十分達成されるよう(専門家や有識者によるがんプロフェッショナ

ル養成プラン推進委員会 (以下、「委員会」という:)に より進捗状況等を確認すると

ともに、適切な助言を行い、事業の効率的で効果的な準進を資することを目的とする。

【事後評価】                           :
設定された目的が効果的に達成されたか、また、中間評価結果による留意事項べの

対応が適切に行われたかにっいて評価するとともに、その結果を各大学に示すことに

より補助事業終了後の持続的展開とさらなる発展に資するため、適切な助言を行うこ

とを目的とする。また、各大学め取組の成果等を明らかにし、社会に公表することに

より、各大学での教育研究活動が広く国民の理解と支援が得られるよう促進していく

21. 評価の時押 1                ■   .1
(がんプロフェジショナル養成プランは、2事業年度経過後に中間評価、補助事業終

了後に事後評価、必要に応じてフォローァシプを実施する。

3. 評価の実施               :  ‐

補助事業の進捗状況や達成度等の評価を行うに当たりヾ 当該評価の公平さ、信頼性:

を確保し、実効性のある評価を実施するために、評価項目及び評価方法を次のとおり

とする。 i                  l  .     :
(1)評価項目 i                   =

【中間評価】                   ‐

土ヽ 通
‐1.基 本的事項                 =     ,:

① 養成目標、養成計画について当初目的に沿つて、計画は着実に進展しているか。
(養成コ‐ス数、.養成 (受入)人数)      )

② 高い臨床能力と研究能力を併せ持った癌専門の臨床医等を養成するために、大

1



ヽ

学院研究科と大学附属病院等との連携が、有効に機能している力、

2.組 織体制

(1) 管理体制    
｀

① 補助事業が終了した後も(取組を継続するための具体的な支援を考慮している

か、またはすでに着手しているか。  、

(2) 実施体市]         `                 ´

① 内科、外科、放射線科等の関連臓器・診療科の横断的な参画が、有効に機能し

ているか。          ′'I

② 大学病院においてがん診療を専門に行 うコメディカィレも含めた医療チームを

組織し、当該組織が教育プログラム実践のために有効に機能しているか。

③ 大学病院内において診断・治療を集学的に行 うための体制 (例 :キャンサこボ

ー ド)を設置し、有効に機能しているか。

(3) コーディネータ

① コーディネータが中心となり、大学院教育と実地修練 (大学病院)、 診療科間、

外部の医療機関等との連携が有機的かつ円滑に機能しているか。

(4)｀ その他の体制

① 学生への必要な相談支援体制が有効に機能しているか。       1
② ファカルティ・ディベロジプメシト等教員の資質向上や能力開発の推進、外部

専門家の活用等t教員の資質の確保に関する取組を行つているか。

3.教 育内容

(1) 教育課程

① がん治療に係るチーム医療の トレーニングとしてく3コ i=不 の職種が共同で実
1  

地修練や合同カンファレンスに参加しているか6

4.広 域性・地域連携性

(1) 地域等との協力体制

① がん診療拠点病院や全国がんセンター協議会加盟施設等との連携が有効に機

能しているか。

5.そ の他          /                1
① 知識教育のみならず、抗癌剤の使用、放射線機器の使用、疼痛コントロァル、

がん患者の心理的・精神的ケア等実践的な診療研修が有効に機能しているか。

② 取組の成果 (が ん専門医等の養成をはじ、め)が、我が国の医師養成の質的向上

の実現への効果 (他大学、地域等への波及効果)と して表れているか。

③ヽ今後の養成目標、養成計画にっいて数値日標等具体的な方向性を持っているか。     ‐

(養成コァス数、養成 (受入)人数等) =

2



がん医療に携わる専門医師養成コース        1
2: 組織体制 

 ́   ~

(■ )実施体制

① 講座等の本プログラムを行 う教育研究組織の編成にあたって、放射線「診療」

とは別に放射線「治療」の組織を設けるなど、放射線治療の専門的な教育組織

が整備ぎれ、有効に機能しているか。

3_教 育内容      [
(■ ) 教育課程 :      :          ‐    ヽ  ｀

① 外科療法、化学療法、放射線療法、緩和ケアめそれぞれについて、学生 ‐

等の選択に関わらず、最低限の知識を習得できる共通カリキュラムとなってい

る力)。

(2) 教育研究指導体制

① 放射線治療又は化学療:法に特化した講座等人材養成の目的に応じた教育研究

体制が、・ 有効に機能しているか。

41 広域性・地域連携性    ` ~  :

(■ )症 例数の確保

① 臨床研究の表施体制が有効に機能レてぃるか。

o「

｀
その他      ・         .           :

① がんプロフ生ッジョナル養成プラン委員会の審査結果による留意事項への対
応を適切に行つているか。       . ´ _

② 我が国におけるがん医療の弱点を補強するために、国際的視点からの教育に着

手されているか。      :       ・     ヽ  ‐    (

③ 今後、取組を進める上で改善点を検討し、適切でt妥当な改善を行っているか。

④ 他の大学等との事業終了後の連携のあり方等について、考慮しているか。

(2)評価方法    ■     '
プ●グラムの評価は(委員会において書面評イ

『

(必要と認めた場合ヒアリング)

により実施する。           1
委員会は、評価の重複を避けるよう既に行われた評価結果を活用し、中立 :公平

かつ効率的・効果的な評価を行う。       _
①書面審査・合議評価 : |             :「
【守間評価】             1 .: 1      ぃ

委員は、各大学のプマグラム||つぃて次の評価資料llょ り個別評価を行ぃ、

により評価を行う。    ′          _      、
ざ、「がんプロフェッンヨナル養成プラン」中間評価用調書  :   ´

a)進捗状況報告書        1      =   _

議〈
口
　
¨



｀      b)実 施計画調書            ‐    、

なお、委員会において、委員は必要と認めた場合、各大学から上記の評価資料を

基礎としたヒアリングを行い、個々の書面評価に基づき合議評価を実施し、プログ

ラムの今後の進め方や助言等をまとめる。また、必要に応 じ、 i)再ヒアリング、

五)現地調査を実施する。

【事後評価】 :                :          ■

,      委員は、各大学のプログラムについて次の評価資料により個別評価を行い、合議
●   により評価を行う。                   :

・ 「がんプロフェッショナル養成プラン」実績報告書 (事後評価用)

:      なお、委員会において、委員は必要と認めた場合、各大学から上記の評価資料を

基礎とした i)ヒ アリング、五)現地調査を行い、個夕の書面評価に基づき合議評

:  価を実施し、プログラムの総括評価や助言等をまとめる。

②評価の決定

【中間評価】            :      . : :
委員会は、当初目的の達成は困難であると判断されたプログラムについては、当

事業責任者からの反論等の機会を設けた後、次年度以降の計画の大幅な変更又は中

止の必要性等について評価を行う。        ´

i委員会は、各大学の評価結果について全体調整を行い、プログラムの評価結果を

決定するL

【事後評価】

委員会は、各大学の評価結果をまとめ、各大学に対し事前にその内容を開示する。

各大学から、開示された評価結果について意見の申立てがあった場合には そヾの

申立て内容についてご再度審議を行い、評価結果をまとめる。

_  委員会は、各大学の評価結果につぃて全体調整を行い、プログラムの評価結果を

決定する。             `

4. その他 、                         、

(1)評価結果の反映・活用        ,
【中間評価】  ｀

委員会は、各プログラムの中間評価結果を文部科学省に報告し、文部科学省が行

う補助事業の効率的で効果的な推進に資する。また、プログラムの推進に向けて適

切な助言を行 うために、各大学に対し、こめ評価結果を通知 (開示)する。
:  

【事後評価】

委員会は、決定した各プログラムの事後評価結果を文部科学省に報告するととも

に、補助事業終了後の持続的展開に資すぅため、各木学に対し通知.(開示)するざ

(2)評価の公開等

① 評価に係る審議は非公開とし:その経過は他に漏 らさない。

② 評価終了後で各プログラムの中間・事後評価結果及び進捗状況等をホームペニ
'

,  ジヘの掲載等により公開する。

、    (3)利 害関係者の排除 ,

4



プログラム実施大学と利害関係がある委員は、当該大学の書面審査又は合議審査に      ‐

は参力日しないこととするL

① 過去 3年以内に専任又は兼任として在籍した場合

② 過去 3年以内に学外委員等で就任するなどの関係があうた場合 :          ｀

_ l③ その他委員が中立、公正に審査を行うことが困難であると判断される場合

(4)フ ォロ■アップ            i      ‐ :      ′ |

委員会は、中間評価結果を受けての対応状況について、必要に応じ、その状況を確

認する
‐
ことができる。     |   ~

(5)その他            .  1  
｀ =   1     _

この要項に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は別に定める。



|がん対策堆:進協議今Iの今後の1進め:方についで(案 )

協議会に専門委員̀会を章き、.計画について仔細に検討を行う。
がん対策推進基本計画の変更にあたり、分螢燃画凪雌贈進」
分:野ll?ぃて|よ、が

～

対策推進協議会にぉいて 中審議を行う。

こついては、別途厚生労働省―
一
―

連携して検討 (例 :在宅医療)。
■運砺 して硬訂 t,1:仕零医環り。      ・   '

※ がん対策推進基本計画の変更にあたり、協議を行う必要のある分野であつて、①専門

|ついては:通常のがん対策推準協議
‐△ r‐ 曇 r、 デ ■極 諜 た ′尋二     i .

・ 会において1協議を行う。 「 , ・
「(参考 )

がん診療連携拠点病院、緩和ケア:放射線|

イ1学療凛11がん対策指標1在宅医療●
1■

1



以下の方法で行ってはどうか。 1‐ ¨

二現挽報告(調査

'、

関係資料あ甚りまとめ尋
―i関

係者ヒアリング(必要に応じて)

1宛て書面にて提出のことし'■
‐ :会属義開催の2週間前までに、1事務局

○

‥
Ｎ
‥



〇.集中審議を行づてぃない分野について、集中審議後協議会において
について協議の上tがん対策推進基本計画の変更

:の

骨子[|つ.い:ん対策の指標
て協議し、が

|― て議論することとしてはどうかb 「うカ

:  て1まどうかg ._ |   ■ ・  ‐1

■日時1平成22年12月 10日 (金 )、13色 0-1

り方について議論じ

10日 (金 )、13:30-15:30

拠点病院のあり方に5り 方|=こつい
。

|つ いて

ヒアリング(都道府県拠点病・院

_イ r■
.。

|:.Olド盗口は歩中審議第17]単として、がん診療連携拠点病院のあ1

関係者からの

ｌ
ω
＝

F ■議題(案 ):がん診療連携拠点|

・0現況報告

、非者

`十

部め拠点病院:都



がん対策推進基本計画の変更に係る論点 (案)

資 料
14

1.全体的な枠組みについて

〇 がん対策推進基本計画め重点的に取り組むべき課題を見直す必要があるか。  :
(1)放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医師等の育成

(2)治療の初期段階からの緩禾ロケアの実施     /
(3)がん登録め推進                               |

○ がん対策推進基本計画の全体目標を見直す必要があるか。               i
(1)がんによる死亡者の減少

 `             ′4   :   .

(2):すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上

0がん対策推進基本計画の分野号」施策を見直す必要があるか61      1
(1)がん医療 1    _

① 放射線療法及びイヒ学療法の推進並びに医療従事者の育成

② 緩和ケア

‐1・ ③ 在宅医療  :      :              _
④ 診療ガイドラインの作成                       「

‐  ⑤ その他

(2)医療機関の整備等            ´

,(3)がん医療に関する相談支援及び情報提供   
・

(4)がん登録           .    :
(5)がんの予防                         l
(6)がんの早期発見   :            ・i .     ■

(7)がん研究    f   l          _   1 1   ,

○ がん対策推進基本計画のがん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を見直す

必要があるか。         ・                1
(1)関係者等の有機的連携・協力め更なる強化        :

j           _  t       ‐

(21都道府県による都道府県計画の策定                ｀

(3)関係者等の意見の把握     :         _          i
(4)がん患者を含めた国民等の努力

(5)必要な財政措置の実施及び予算の効率化。重点化::     :
(む)目標の達成状況あ把握及び効果に関する評価       l
(7)基本計画の見直し    1                      =

1                 ,    
｀
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2.分野別施策について

分野別施

策 |

中間報告において指l商された論点

放射線療

法及び化

学療法の

推進並び

に医療従

事者の育

成

○放射線療法、化学療法および手術療法を含む集学的治療の診療実績等質的評価

〇現状の把握と将来望ましい医療従事者の推計調査 :            ~
〇専門性の高い人材の適正配置 ,      一

〇がん医療における複数科・多職種で構成されたチームEII療体制の整備

○がん医療におけるチーム医療の実践を可能とする研修の実施

○医師主導治験の積極的導入の検討

○医師主導治験の研究費の大幅増額

○本格的第Ⅱ相多施設共同医師主導治験の実施に係る研究費額の抜本的な拡充

○治験中核病院と文科省指定丁R病院を中′bと した医師主導治験の調整事務局の設置

○放射線療法、イじ学療法、手術療法をはじめとする集学的治療の診療実績の情報提供

による質的評価の検討                        :
○患者寡族の求める診療情報や実情を反映した診療実績の情報提供

緩和

ケア

○緩和ケア研修等が必要な医療従事者の実態把握             、

○緩和ケア研修会の進捗内容のモニタリングや医師の行動変容等の研修効果の評価

○緩和ケアチームの設置推進                  l
O緩禾ロケアチ■ムの薬剤師や看護師等の医療従事者の育成    1

在宅

医療

○患者の希望する療養場所の提供体市」の整備

○病院と在宅を支える医療機関の連携体制の構築

○在宅医療の質め評価指標の検討       :
0医療と介護の連携評価指標の検討        ′

○在宅における緩禾ロケアの推進       :
○がん治療に係る蕉宅医療の推進′   、 :・  、

(地 l或連携クリテイカルバスの整備とコーディネート機能の整備)

診療ガイ

ドライン

の作成

o各がん種に対する診療ガイドラインの把握     1
0ガイドラインを遵守しtがん治療を行う医療機関数の把握

医療機関

の整備等 :

○患者満足度調査

○拠点病院のあリカ検討 '        、

O都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会の活性イヒ

○策定すべき地域連携クリティカルパスのリスト化

がん医療

に関する

相談支援

及び情報

提供

○空白の医療圏に対する拠点病院以外の相談支援センターに対する補助

○相談支援センターの機能充実度評価        :
○患者必携修正版の完成 。公表
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がん登録

○院内がん登録予後調査実施体制の構築

○院内がん登録実務者研修の内容の評価

○がん登録の認矢□度向上

がんの予

防

○たばこ対策の強力な推進    ;               :
○喫煙の健康影響に関する国民の認識をさらに深める

○未成年者の禁煙対策の推進           =
○未成年に接する者に対する喫煙調査の実施      1
0受動喫煙防止の実態把握

○禁煙や分煙対策をしている事業所、公共の施設の実施状況について情報収集

○食育との共同推進

がんの早

期発見

○市町村でのがん検診受診率とともに、1職域の受診率の把握と推進   i
O各企業に、がん検診の正しい情報の提供と協力要請の実施

o小中高校生に対するがん検診の普及啓発 ‐        : i
O女性特有のがん検診推進事業による個人への受診勧奨とその効果に対する検討

○がん検診受診者名簿の推進と活用               :
○自,台体や医療機関に対するがん検診受診率向上に係る研修の実施

○がん検診ハンドブックの普及啓発

○科学的根拠に基づいたがん検診の検討と推進

○がん検診の精度管理や費用対効果の検討 :
o白治体や医療機関に対するがん検診精度管理に係る研修の実施

がん研究

○各分野 (基礎医学、治療法、患者菜援、情報提供等)の研究の進捗や、費用の推移、

主要雑誌への掲載状況等、研究内容や進捗に関する指標の検討

○基礎研究の成果を sёedsと して、医薬品・医療機器の開発を通じ、基礎と臨床の間

の「死の谷」を乗り越え、がん医療の inno∨ationを起こす研究 :開発の強化
`
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3F中間報告において指摘されたその他重要な視点    
「

三_    |

評価について
○ 基本計画を、'国際機関や都道府県計画も参考に、政策評価のロジックモデルに基づしヽて、再

構成すべき。政策評価に関しては、アウトカム評価を中心にすべきであり、アウトカム (成

果)←インパクト (影響度)←アウトプット (活動結果)←アクティビティー (活動)の体
系で考えるべき:

○ がん検診蔓診率等がん対策の各種指標を適時に集計・評価し、都道府県別に公表する仕組み
が必要。                   ヽ          _

Oが ん登録の推進に加えて、化学療法、放射線療法、手術療法及び緩不ロケアの各々の診療の質
を評価する指標を開発・設定し、その■部の指標の実測を拠点病院等で試み、現状のがん医

療の質の見える化及び、質向上を進めることを重点的に取り組むべき。 '

がん対策の推進体制について|                      :
○ がん対策推進本部の活動を)舌性イじすべき。
○ がん対策立案及びモニタこのプロセスを改革すべき。i ~      i
O国 のがん対策予算の策定課程において、国と地方とのヨミュニケーションが未だに不足して

おり、地域の意見を取り入れる取組の更なる推進をすべき。 :            :
|○ 者β道府県等が行うがん対策の好事例を収集すべき。
○ がん検診やがん登録等を含めたがん対策全般について、国、国立がん研究センター、都道府.

県、市町村等の役害」を明確に示すべき。

がん対策推進基本計画への追加検討事項     |
○ 腫瘍タト科医の育成について検討すべき。 ・

○ がん治療に伴う医療従事者の健康被害 (抗がん剤の曝露等)の報告が複数なされているためξ

がん治療を行う医療従事者の確保と安全管理という視点から、がん治療に関連した医療従事

者の健康被害対策についても取り組むべき。

○ がん治療の基盤は病変の正しい病理学的診断に基づいているが、その専門家である病理医は

大き<不足 している。この病理医の育成、拠点病院等の病理医の支援 (コ ンサルテーション

等)が重要であり、取組を進めるべき。同様に放射線診断医もがん言つ療に重要な役害」を果た

しており、育成・支援の取組を進めるべき。

oが んの種類別に対策を推進して我が国に多いがんのみならず、小児がん等患者数の少ないが
んの対策も着実に実施すべき。

○ 肝がん対策を肝炎対策と連関させて推進すべき。 :                :
○ がん文」策の進捗状況を広い視点から総括する「がん対策白書」を発行すべき。
○ 療養生活の質の維持向上の観点から、がん患者の就労支援に関する取組を推進すべき。
○ 独立行政法人国立がん研究センターについてヾ患者の身体的「 精神的・社会的な苦痛の軽減

,に向けて、基幹的な研究に取り組む組織とするなど、その在り方について検討すべき。
○ 憲者が住み慣れた地1或での療養を選択できるよう、「すまい」(グルニプホTム等)の整備も

検討すべき。             一                  ,
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がん対策推進基本計画

は じめにl

l これまでの取組

政府におけるがん対策については､昭和59 (1984)年度から開始さ

れた ｢対がん 10カ年総合戦略｣及びこれに引き続き平成6 (1994)年

度から開始された ｢がん克服新 10か年戦略｣により､がんのメカニズムの

一端を解明するとともに､各種がんの早期発見技術や標準的治療法の確立な

ど､その診断 ･治療技術も一定の進歩を遂げてきた｡

さらに､政府においては､平成 16 (2004)年度より､がん羅患率と

死亡率の激減を目指して､ ｢がん研究の推進｣に加え､質の高いがん医療を

全国に普及することを目的に､ ｢がん予防の推進｣及び ｢がん医療の向上と

それを支える社会環境の整備｣を柱とする ｢第 3次対がん 10か年給合戦

略｣に基づき､がん対策に取り組んできた｡

また､厚生労働省においては､平成 17 (2005)年5月､厚生労働大

臣を本部長とする ｢がん対策推進本部｣を設置し､がんの病態に応じた部局

横断的な連携を推進するとともに､8月に ｢がん対策推進アクションプラン

2005｣を策定し､第3次対がん 10か年給合戦略の更なる推進を図って

きた｡

1
2 がんをめぐる現状

がんは､我が国において昭和56 (1981)年より死因の第 1位であり､

｢人口動態統計｣によれば､現在では年間30万人以上の国民が亡くなって

いる｡
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また､厚生労働省研究班の推計によれば､生涯のうちにがんに罷る可能性

は男性の2人に1人､女性の3人に1人とされている｡

さらに､がんは加齢により発症リスクが高まるが､今後ますます高齢化が

進行することを踏まえると､その死亡者数は今後とも増加していくと推測さ

れるo一方で､小児の死因を見れば､依然としてがんが上位を占めている｡

こうしたことから､がんは､ ｢国民病lであると呼んでも過言ではなく､

国民全体が､がんを他人事ではない身近なものとして捉える必要性がより一

層高まっている｡

一方で､胃がん及び子宮がん等については､最近 10年間で死亡率及び羅

患率が横ばいとなっているのに対して､食生活の欧米化等により､肺がん､

大腸がん､乳がん及び前立腺がん等については増加傾向にあるなど､がんの

種類に変化が見られる｡

また､ ｢平成 17年患者調査｣によれば､継続的に医療を受けているがん

患者数は140万人以上と推計されているとともに､厚生労働省研究班の推

計によれば､ 1年間に新たにがんに罷る者は現在50万人以上とされている｡

その一方で､初期治療の終わったがん経験者が社会で活躍しているという現

状もある｡

こうした中､がん患者を含めた国民は､がんに関する様々な情報に触れ､

がん医療に対して期待や希望を寄せ､また､がん医療に参加したいという希

望を高める一方で､がん医療の水準に地域間格差や施設間格差が見られ､標

準的治療や進行 ･再発といった様々ながんの病態に応じたがん医療を受けら

れないなど､実際に提供されるサービスに必ずしも満足できず､がん患者を

含めた国民の立場に立って､こうした現状を改善していくことを強く求めて

いる｡

一方で､長時間勤務といった医師を取り巻く厳しい勤務状況など､医療従

事者をめぐる問題点にも目を向け､その改善を図りつつ､がん医療の充実等

を図っていくべきであるとの指摘がある｡

しかしながら､我が国のがん医療については､手術の水準が世界の中でも
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トップクラスであるのに対して､胃がん等主に手術に適したがんが多かった

こともあり､相対的に放射線療法及び化学療法の提供体制等が不十分である

とともに､緩和ケアが必ずしも治療の初期段階から積極的な治療と並行して

実施されていないという状況である｡

また､がん患者を含めた国民に対して安心 ･納得できるがん医療を提供す

るなど､がん対策のより一層の充実を図っていくためには､がん対策の企画

立案や評価に際しての基礎となるデータが必要であるが､当該データを系続

的に蓄積 していく仕組みであるがん登録の整備が､我が国においては諸外国

と比較 しても遅れているという状況にある｡

3 今後の展開

このように､厚生労働省をはじめ政府においては､がん対策を着実に実施

し成果を収めてきたものの､がんが依然として国民の生命及び健康にとって

重大な課題となっている現状にかんがみ､がん対策のより一層の推進を図る

ため､平成 19 (2007)年4月1日､がん対策基本法 (以下 ｢基本法｣

という｡)が施行された｡

この ｢がん対策推進基本計画｣ (以下 ｢基本計画｣という｡)は､基本法

第 9条第 1項に基づき策定するものであり､長期的視点に立ちつつ､平成19

(2007)年度から平成23 (20 11)年度までの5年間を対象として､

がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため､がん対策の基本的方向につ

いて定めるとともに､都道府県がん対策推進計画 (以下 ｢都道府県計画｣と

いう｡)の基本となるものである｡

今後は､基本計画に基づき､国及び地方公共団体､また､がん患者を含め

た国民､医療従事者､医療保険者､学会､患者団体を含めた関係団体及びマ

スメディア等 (以下 ｢関係者等｣という｡)が一体となってがん対策に取り

組み､がん患者を含めた国民が､進行 ･再発といった様々ながんの病態に応

じて､安心 ･納得できるがん医療を受けられるようにするなど､ ｢がん患者

を含めた国民が､がんを知り､がんと向き合い､がんに負けることのない社

-3-



会｣の実現を目指すこととする｡
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陳 1 基本方針

基本方針は､国､地方公共団体及び関係者等が､がん対策を総合的かつ計

画的に推進 していくに当たって必要不可欠な視点及び考え方を示したもので

ある｡

1 がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施

基本法は､がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている

との現状認識の下､がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的と

して成立したものであり､基本法第2条等 3号においては､ ｢がん患者の

意向を尊重 したがん医療の提供体制の整備｣について規定され､がん対策

の基本理念として､がん患者の立場に立ったがん対策の必要性が誼われて

いる｡

もとより､がん対策の恩恵を享受すべきは､がん患者を含めた国民であ

ることは言うまでもない｡

したがって､国､地方公共団体及び関係者等は､がん患者を含めた国民

が､がん対策の中心であるとの認識の下､ ｢がん患者を含めた国民の視

点｣に立って､がん対策を実施していく必要がある｡

2 重点的に取 り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施

がんから国民の生命及び健康を守るためには､多岐にわたる分野におけ

る取組を総合的かつ計画的に実施していく必要がある｡

また､がん対夷を実効あるものとしてより一層推進 していくためたは､

実現可能な目標を掲げるとともに､がん対策の中でも特に不十分な分野に

おける取組に重点を置いて実施 していくことが有効である｡
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｢はじめにJの ｢2 がんをめぐる現状｣で示したとおり､高齢化に伴

いがんによる死亡者数が今後とも増加 していくことが推測される一方で､

食生活の欧米化等により､がんの種類に変化が見られる中､がん患者を含

めた国民は､がん医療を中心としたがん対策のより一層の推進を求めてい

る｡

こうしたことから､今後のがん対策については､ ｢がんによる死亡者の

減少J及び ｢すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活

の質の維持向上｣を全体目標として､ ｢がん医療｣を中心としつつ､ ｢医

療機関の整備等｣､ ｢がん医療に関する相談支援及び情報提供｣､ ｢がん

登録J､ rがんの予防｣､ ｢がんの早期発見1､ ｢がん研究Jという分野

別施策を総合的かつ計画的に実施していくこととする｡

棒に､がん医療について､がんの種類の変化に対応し､手術､放射線療

法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療を実施していくため､

手術と比較 して相対的に遅れている放射線療法及び化学療法を推進してい

くこととする｡

同時に､がん患者及びその家族が可能な限り質の高い療養生活を送れる

ようにするため､治療の初期段階からの緩和ケアの実施を推進 していくこ

ととする｡

また､がん対策の企画立案と評価に際しての基礎となるデータを把握 ･

提供するとともに､がん患者を含めた国民に対する科学的知見に基づく適

切ながん医療の提供に資するよう､がん登録を推進していくこととする｡
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-日2 重点的に取り組むべき課白日

1 放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医師等の育成

がんに対する主な治療法としては､局所療法として行われる手術及び放射

線療法､全身療法として行われる化学療法があるo

我が国においては､胃がんなど､主として手術に適したがんが多かったこ

ともあり､手術を行う医師が､化学療法も実施するなど､がん治療の中心を

担ってきた｡

しかしながら､現在は､がんの種類によっては､放射線療法が手術と同様

の治療効果を発揮できるようになるとともに､新たな抗がん剤が多く登場し､

化学療法の知見が蓄積 してきたことから､進行 ･再発といった様々ながんの

病態に応じ､手術､放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的

治療が各々を専門的に行う医師により実施されていくことが求められている｡

このため､放射線療法及び化学療法を専門的に行う医師を養成するととも

に､当該医師と協力してがん治療を支えることができるがん治療に関する基

盤的な知識や技能を有した医師を養成していくほか､こうしたがん診療を専

門的に行う医師が､専門性を発揮できる環境整備を行う必要がある｡

また､専門的ながん医療を推進す格ため､専門的にがん治療を行う医師の

みならず､看護師､薬剤師､診療放射線技師等の医療従事者が協力して治療

に当たる体制を構築していく必要がある｡

さらに､こうした取組を適切に評価するようなきめ細やかな措置を講じて

いく必要がある｡

2 治療の初期段階からの緩和ケアの実施

がん患者とその家族が可能な限り質の高い療養生活を送れるようにするた
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めには､緩和ケアが､治療の初期段階から行われるとともに､診断､治療､

在宅医療など様々な場面において切れ目なく実施される必要がある0

しか しながら､欧米先進諸国に比べると､我が国のがん性痔痛の緩和等に

用いられる医療用麻薬の消費量はまだ数分の一程度にとどまっていることや､

がん診療に携わる医師の緩和ケアの重要性に対する認識が不十分であること

等から､緩和ケアをより一層推進していくことが求められている｡

このため.がん診療に携わる医師の研修等により､がん患者の状況に応じ､

身体的な苦痛だけでなく､精神心理的な苦痛に対する心のケア等を含めた全

人的な緩和ケアの提供体制を整備するとともに､より質の高い緩和ケアを実

施していくため､緩和ケアに関する専門的な知識や技能を有する医師や看護

師等の医療従事者を育成していく必要がある｡

また､がん患者の意向を踏まえ､住み慣れた家庭や地域での療養も選択で

きるよう､在宅医療の充実を図ることが求められており､がん患者の在宅で

の療養生活の質の維持向上を図るため､在宅医療と介護を適切に提供してい

く体制を整備していく必要がある｡

3 がん登録の推進

がん登録はがん患者のがんの羅患､転帰その他の状況を把握 し､分析する

仕組みであり､がんの擢患率及び生存率など､がん対策の企画立案と評価に

際しての基礎となるデータを把握 ･提供するとともに､がん患者を含めた国

民に対 して科学的知見に基づく適切ながん医療を提供する､ために必要なもの

である｡

しか しながら､我が国においては､登録様式が標準化されておらず､また､

一部の地域及び医療機関においてのみ行われていること等から､がん登録を

更に推進していくことが求められている｡
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このため､個人情報の保護を徹底しつつ､がん登録を円滑に推進するため

の体制整備を行っていく必要がある｡
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ヨ日3 全体目横並びに分野別施策及びその成果や達成度を

るための個別目

1 日棲及びその達成時期の考え方

基本法第9条第2項においては､ ｢がん対策推進基本計画に定める施策に

ついては､原則として､当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定め

るものとする｣とされている｡

がん対策を実効あるものとしてより一層推進していくためには､蘭係者等

の理解の下､共通の目標を設定することが有効である｡

また'､より効果的で実効性のあるがん対策を展開していくためには､その

成果や達成度を客観的指標により計ることが重要であるO

こうしたことから､基本計画においては､これまでの政府におけるがん対

策に関する目標との整合性を図りつつ､基本計画に定める分野別施策の絵合

的かつ計画的な推進により達成すべき全体目標を設定するとともに､分野別

施策の成果や達成度を計るための指標として個別目標を設定する｡

また､これまでの取組による成果及び基本計画による取組を十分に踏まえ

た上で､必要に応じて全体目標及び個別目標を達成するために要する期間を

設定することとする｡

2 全体目標

/
がん患者を含めた国民が､進行 ･再発といった様々ながんの病態に応じて､

安心 ･納得できるがん医療を受けられるようにすること等を目指して､ ｢が

んによる死亡者の減少｣及び ｢すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減

並びに療養生活の質の維持向上｣を今後 10年間の全体目標として設定する

こととする｡

-10-



(1) がんによる死亡者の減少

がんは､我が国において昭和56 (1981)年より死因の第 1位

であり､がんによる死亡者数は今後とも増加 していくと推測される｡

このため､放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に

行う医師等の育成などを内容とする ｢がん医療lを中心としつつ､

｢がんの予防｣及び ｢がんの早期発見｣など､基本計画に定める分野

別施策を総合的かつ計画的に推進することにより､がんによる死亡者

を減少させることを目標とする｡

ただし､目標値については､高齢化の影響を極力取り除いた精度の

高い指標とすることが適当であることから､ ｢がんの年齢調整死亡率

(75歳未満)の20%減少｣とする｡

なお､ ｢がんの年齢調整死亡率 (75歳未満)の20%減少｣とい

う全体目標を達成するためには､進行 ･再発がん患者に対するがん医

療の更なる充実等を図る必要があるが､これは ｢5年生存率の改善｣

にもつながるものと考えられる｡

(2) すべてのがん患者及びその豪族の苦痛の鹿波並びに療養生活の質の

維持向上

がん患者の多くは､疫病等の身体的な苦痛だけでなく､がんと診断

された時から不安や抑うつ等の精神心理的な苦痛を抱えている｡また､

その家族も､がん患者と同様に様々な苦痛を抱えている｡

さらに､がん患者及びその家族は､療養生活において､こうした苦

痛に加えて､安心 ･納得できるがん医療を受けられないなど､様々な

困難に直面している｡

こうしたことから､治療の初期段階からの緩和ケアの実施はもとよ

り､がん医療の更なる充実､がん医療に関する相談支援や情報提供等

により､ ｢すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生

活の質の維持向上｣を実現することを目標とする｡
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分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目棲

(1) がん医療

0) 放射線療法及び化学療法の推進並びに医療従事者の育成

(現状)

がんに対する主な治療法としては､局所療法として行われる手術及

び放射線療法､全身療法として行われる化学療法がある｡治療に当た

っては､がんの病態に応じ､これら各種療法を効果的に組み合わせた

集学的治療を実施する必要がある｡

我が国においては､胃がんなどのように､早期発見が可能となり､

また､手術や内視鏡的治療等の技術が高いとされる部位のがんについ

ては､欧米より生存率が明らかに優れているという評価がある｡一方

で､放射線療法及び化学療法は､専門的に行う医師の不足や実施件数

の少なき､国民における情報量の不足等の問題が指摘されている｡

国においては､国立がんセンター等における研修を実施するととも

に､がん診療連携拠点病院 (｢がん診療連携拠点病院の整備に関する

指針｣に定める都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携

拠点病院をいうo以下 r拠点病院｣という｡)の指定要件として集学

的治療の実施を義務づけ､その推進を図っている｡

がんの専門医認定に関しては､関係学会において､各学会独自の基

準 (勤務した施設や期間､経験 した症例数､セミナーへの参加など)

が定められ､自主的に専門医が養成されている｡

また､関係学会等が協力して､がん治療全般の基盤的な知識や技能

を有する医師の認定制度も新たに創設されている｡
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看護師､薬剤師等については､国や学会､関係団体において､各種

研修を実施している｡また､学会や関係団体においては､専門的なが

ん診療に携わる看護師､薬剤師等の認定を行っている｡

医師の養成段階では､各大学において､がんに関する教育内容の充

実に努めているが､がん診療に関する教育を専門的に行う教育組織

(講座等)を設置 していくことが必要との指摘がある｡

抗がん剤等がん医療に係る新薬等については､国内既承認薬の効舵

追加に関しては､適用外の使用について医学薬学上公知であると認め

られる場合には､それらを基に効能追加等の承認申請を行えるように

するとともに､欧米諸国で承認されているが国内やは未承認である医

薬品に関しては､医療上必要が高いと認められる場合には､関係企莱

に早期に治験開始等を要請するなどの取組を進めている｡

(取り組むべき施策)

現状は手術を担当する医師が外来診療から化学療法までほぼ全てを

行っているとともに､手術のみが標準的治療となっているがんの種類

も少なくないことから､その重要性は言うまでもないが､医師それぞ

れの専門性について国民の理解を得るように努めつつ､手術､放射級

療法､化学療法の各々を専門的に行う医師が協力して治療に当たる体

制を構築していく｡

手術や内視鏡的治療等我が国が欧米より明らかに優れている技術に

ついては､学会等との連携を通じて､その水準を引き続き維持してい

くとともに､がん患者の意向を十分尊重した治療が適切に行われるよ

う､がんに関する主な治療法 (手術､放射線療法､化学療法)の知識

を持った医師に加えて､がん治療全般を理解しつつ､最適な手術を堤

供しうる知識と技能を有する医師を養成していく｡
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大学において､放射線睦疫学や腫療内科学など､がん診療に関する

教育を専門的に行う教育組織 (講座等)を設置 し､また､拠点病院に

･おいて､がん治療を専門的に行う部門を設置するなど､手術､放射線

療法､化学療法の各々を専門的に行う医師が意欲を持ってその専門悼

を発揮できる環境整備に努めるD

特に､文部科学省では平成 19 (2007)年度から､専門的にが

ん診療を行う医師､看護師､薬剤師､診療放射線技師等を養成するこ

とを目的とした､大学病院との有機的かつ円滑な連携のもとに行われ

る大学院のプログラムとして､ ｢がんプロフェッショナル養成プラ

ン｣を実施しているが､各大学における､実施体制の充実も含めた人

材養成の取組の更なる推進を図ることが必要である｡

専門的ながん医療を推進していくため､専門的にがん診療を行う医

師や看護師､薬剤師､診療放射線技師等の医療従事者の卒後研修を更

に充実させるとともに､これらの医療従事者が協力して診療に当たる

体制を整備していく｡

特に､放射線療法については､近年の放射線療法の高度化等に対応

するため､放射線治療計画を立てたり､物理的な精度管理を支援した

りする人材の確保が望ましい｡

進行 ･再発がん患者が安心して医療を受けられる仕組みが確保でき

ているかどうかの検証を行う｡

抗がん剤等がん医療に係る新薬､新医療機器等については､優れた

製品を迅速に医療の現場に提供できるよう､有効性や安全性に関する

審査体制の充実強化等を図るなど承認審査の迅速化や質の向上に向け

た取組を推進していく｡

(個別目標)､

がん診療を行っている医療機関が放射線療法及び化学療法を実施で
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きるようにするため､まずはその先導役として､すべての拠点病院に

おいて､5年以内に､放射線療法及び外来化学療法を実施できる体制

を整備するとともに､拠点病院のうち､少なくとも都道府県がん診療

連携拠点病院及び特定機能病院において､5年以内に､放射線療法部

門及び化学療法部門を設置することを目標とするO

抗がん剤等の医薬品については､ ｢革新的医薬品 ･医療機器創出の

ための5か年戦略｣に基づき､5年以内に､新薬の上市までの期間を

2. 5年短縮することを目標とする｡

なお､放射線療法及び外来化学療法の実施件数を集学的治療の実施

状況を評価するための参考指標として用いることとする｡

② 緩和ケア

(現状)

緩和ケアについては､身体症状の緩和や精神心理的な問題への援助

など､終末期だけでなく､治療の初期段階から積極的な治療と並行し

て行われることが求められており､治療時期や療養場所を問わず患者

の状態に応じてー適切に提供されるとともに､がん患者と同様にその

家族も様々な苦痛を抱えていることから､がん患者のみならず､その

家族に対して心のケアを行う医療従事者の育成を行う必要がある｡

がん性療病の緩和等に医療用麻薬が用いられているが､欧米先進諸

国に比べると我が国の消費量はまだ数分の一程度にとどまっている｡

国においては､平成 18 (2006)年 12月､適切な管理を図り

つつも､医療用麻薬を使用しやすいようにするため､医療用麻薬の管

理マニュアルの改訂を行い､患者及びその家族が麻薬を受領すること

が困難な場合､患者等の意を受けた患者の看護に当たる看護師､ホー

ムヘルパー､ボランティア等が麻薬を受領することができること等の

周知を図った｡
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国においては､ ｢緩和ケアチームの設置｣を拠点病院の指定要件と

している｡

また､従来､緩和ケア診療加算を算定している緩和ケアチームの専

従である医師は外来診療を行うことができなかったが､入院中に診痩

した患者については､退院後も外来で診療を行っても差し支えがない

こととし､継続的な緩和ケアを提供しやすい体制の整備に努めている｡

(取り組むべき施兼)

緩和ケアについては､治療の初期段階から充実させ､診断､治療､

在宅医療など､様々な場面において切れ目なく実施される必要がある

ことから､拠点病院を中心として､緩和ケアチームやホスピス .緩和

ケア病棟､在宅療養支援診療所等による地域連携を推進 していく｡

その際には､一般病棟や在宅医療との間に垣根を作らないホスピス ･

緩和ケア病棟や､在宅における緩和ケアの在り方について検討してい

く必要があり､緩和ケア病棟には､一般病棟や在宅では対応困難な症

状緩和､在宅療養の支援及び終末期のケア等の機能をバランスよく持

つことが期待される｡

身体的な苦痛に対する緩和ケアだけではなく､精神心理的な苦痛に

対する心のケア等を含めた全人的な緩和ケアを､患者の療養場所を問

わず提供できる体制を整えていく｡

全国どこでも緩和ケアをがん診療の早期から適切に提供していくた

めには､がん診療に携わる全ての医師が緩和ケアの重要性を認識し､

その知識や技術を習得する必要があることから､緩和ケアに関する大

学の卒前教育の充実に努めるとともに､医師を対象とした普及啓発を

行い､緩和ケアの研修を推進していく｡

より質の高い緩和ケアを実施していくため､緩和ケアに関する専門

的な知識や技能を有する医師､精神腫療医､緩和ケアチームを育成し
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ていくための研修を行うとともに､地域における緩和ケアの教育や普

及啓発を行っていくことができる体制を整備していく｡

また､拠点病院において､緩和ケアの専門的な知識及び技能を有す

る医師や看護師が専従的に緩和ケアに携わることができる体制の整備

について検討していく｡

在宅においても適切な緩和ケアを受けることができるよう､専門的

な緩和ケアを提供できる外来を拠点病院に設置していく｡

また､地域における在宅療養患者等に対する支援を行うことを目的

に在宅緩和ケア支援センターを設置し､必要に応じて介護サービスと

も連携 していく｡

拠点病院における緩和ケアの実施状況を評価するための指標m 成

し､当該指標を用いつつ､緩和ケアを適切に提供する体制を整備して

いく｡

(個別̀目模)

10年以内に､すべてのがん診療に携わる医師が研修等により､緩

和ケアについての基本的な知識を習得することとする｡

原則として全国すべての2次医療圏において､5年以内に､緩和ケ

アの知識及び技能を習得しているがん診療に携わる医師数を増加させ

るとともに､緩和ケアに関する専門的な知識及び技能を有する緩和ケ

アチームを設置 している拠点病院等がん診療を行っている医療機関を

複数箇所整備することを目標とする｡

なお､医療用麻薬の消費量については､緩和ケアの推進に伴って増

加するものと推測されるが､それ自体の増加を目標とすることは適当

ではないことから､緩和ケアの提供体制の整備状況を計るための参考

指標として用いることとする｡

@ 在宅医療
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(現状)

がん患者の意向を踏まえ､住み慣れた家庭や地域での療養を選択で

きるよう､在宅医療の充実を図ることが求められている｡

国においては､平成 16 (2004)年度より､訪問看護推進事業

を実施 し､在宅ホスピスケアに関する看護師の資質向上を図っている｡

また､平成 18 (2006)年度より､がんを含めた専門分野にお

ける質の高い看護師育成事業として､症状緩和も含めた臨床実践能力

の向上に向けた実務研修を実施しているほか､がん患者の在宅での痩

養にも資する在宅療養支援診療所について診療報酬上の加算を行って

いる｡

平成 18 (2006)年度より､介護保険において､がん末期の 4 0

歳から64歳までの者に対して介護保険の保険給付を可能とするとと

もに､療養適所介護サービスの創設など､がん末期患者を含めた在宅

中重度者へのサービスの充実を図っている｡しかしながら､要介護蕊

定の手続きに時間を要 し､利用を希望しているがん末期患者の利用に

支障をきたすケースがあるとの指摘がある｡

(取り組むべき施集)

がん治療を継続する患者の退院時の調整を円滑に行うため､病院の

医療従事者が､情報提供､相談支援､服薬管理､在宅療養支援診療所

と訪問看護ステーション ･薬局との連携など､在宅医療を踏まえた痩

養支援を適切に行っていくために必要な体制を整備していく｡

地域連携クリティカルパスの活用等や在宅医療のモデルの紹介等に

より､各地域の特性を踏まえ､在宅医療が実施できる体制を計画的に

整備していく｡

また､国においては､今後の我が国が目指す在宅医療の提供体制の
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在り方についてのモデルを示していくよう努めていくことが望まれる0

がん患者の在宅での療養生活の質の維持向上を図るためには､十分

なケアを提供しながら放射線療法や外来化学療法を実施する必要があ

ることから､これらを提供していくための体制について検討する｡

在宅医療においては､訪問看護の果たすべき役割が大きいことから､

訪問看護に従事する看護師の確保を推進するとともに､在宅で療養す

るがん患者の痔痛緩和及び看取りまでを含めた終末期ケアを24時間

安定的に提供できる訪問看護に従事する看護師を活用した在宅療養モ

デルの紹介等により､訪問看護の24時間連絡体制の整備や専業所の

充実等を一層推進する｡

また､訪問看護に従事する看護師の専門性を十分に発揮できるよう

な体制を整備していく｡

がん性療病管理や医療用麻薬に詳しい専門職等の育成や確保を図る

ため､在宅における緩和ケアの関係者 (医師､看護師､薬剤師､介護

関係者等)に対して､それぞれの業務内容に応じた専門的な研修を実

施する｡

在宅医療に必要となる医薬品等の供給体制を確保するため､医薬品

等の供給拠点となる薬局の機能強化など､より一層の充実を図ってい

く｡

また､在宅医療に必要となる医療機器の供給体制のより一層の整備

を図っていく｡

在宅緩和ケアを行っている医師にも最新のがん医療全般について､

その知識を得ていくことが望まれる｡

介護保険制度において､要介護 ･要支援認定の効力は申請日に遡る

こととしており､申請日から認定日までの間も介護保険サービスの利

I
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用が可能となっている｡そのため､さらに本制度運用の周知徹底を図

るとともに､認定の手続きに要する期間が長い原因を究明し､短縮に

向けた必要な対応策について検討する｡

(個別目標) I

がん患者の意向を踏まえ､住み慣れた家庭や地域での療養を選択で

きる患者数の増加を目標とする｡なお､目標については､がん患者の

在宅での死亡割合を参考指標として用いることとする｡

顔) 診療ガイ ドラインの作成

(現状)

国は､医療安全 ･医療技術評価総合研究事業 (厚生労働科学研究費補

助金)等において､学会等が行うEBM (科学的根拠に基づく医療)の

手法による診療ガイ ドラインの作成等に対して支援を行っている｡がん

に関'してはこれまでに､乳がん､肺がん､肝がん､胃がん､前立腺がん､

食道がん､謄臓がん､胆道がん､大腸がん､腎がん､卵巣がん及ぴ皮虞

がんについてのガイ ドラインが完成している｡

財団法人日本医療機能評価機構の医療情報サービス事業 (M inds)に

おいて､診療ガイ ドライン等をデータベース化し､インターネットを介

して広く情報提供を行っている｡また､米国国立がん研究所の大規模が

ん情報ページの日本語版も財団法人先端医療振興財団が毎月更新 ･配信

している｡

(取り組むべき施策)

国においては､引き続き､学会等の医師に対する診療ガイ ドラインの

作成に対して支援を行っていく｡
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なお､診療ガイ ドラインの伸成に当たっては､患者がどのようなこと

を望んでいるのかという視点を考慮することも検討する｡

診療ガイ ドラインも含めたがん医療について､新薬等の最新情報を収

集し､国立がんセンターがん対策情報センター (以下 ｢がん対策情報セ

ンター｣という｡)のホームページ等に掲載することにより､医療従事

者及び一般国民に向けた周知を可能な限り迅速に図っていく｡

全国の拠点病院が連携し､化学療法のレジメン等治療に関する情報奉

共有するとともに､それらを広く公開していく｡

(個別目標)

科学的根拠に基づいて作成可能なすべてのがんの種類についての診療

ガイ ドラインを作成するとともに､必要に応じて更新していくことを目

標とする｡

⑤ その他

(取り組むべき施策)

がん医療における告知等の際には､がん患者に対する特段の配慮が必

要であることから､医師のコミュニケーション技術の向上に努める｡

また､告知を受けた患者の精神心理的サポー トを行う人材の育成など､

体制の整備に向けた研究を進めていく｡

がん患者は病状の進行により､日常生活動作に次第に障害を来し､著

しく生活の質が悪化するということがしばしば見られることから､療養

生活の質の維持向上を目的として､運動機能の改善や生活機能の低下予

防に資するよう､がん患者に対するリハビリテーション等について積極

的に取り組んでいく｡
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働き盛りや子育て世代のがん患者やがん経験者､小児がんの子供を持

つ家族を支援する体制の在り方について研究を進めていく｡

小児がんについて､長期予後のフォローアップ体制を含め今後より一

層の研究を行っていくO

(2) 医療機関の整備等

(現状)

がん医療においては､拠点病院が､地域におけるがん医療の連携の拠

点となり､自ら専門的な医療を行うとともに､連携体制の構築や医療従

事者への研修を行うこととなっている｡

また､地域のがん患者等に対する情報提供や相談支援を実施するこ′と

となっている｡

平成 18 (2006)年度の医療制度改革においても､医療機能の分

化 ･連携を推進 し､地域において切れ目のない医療の提供を実現するこ

とが打ち出されており､特に､がんをはじめとして法令で定められた

4疾病及び5事業等について､連携体制の早急な構築が求められている｡

このため､がん等に係る地域ごとの医療連携体制について都道府県は､

平成20 (2008)年度からの新たな医療計画に記載し､連携を推進

することとされている｡

(取り組むべき施策)

標準的治療や先進的な医療の提供､術後の経過観察､在宅医療の実施､

クリティカルパスの作成及び集学的な臨床研究の実施などを通じて､医

療機能の分化 ･連携を推進していく｡

がん診療を行っている医療機関には､地域連携クリティカルパスの清
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用等により､医療機関の連携体制を構築し､切れ目のない医療の提供を

実現することが望まれる｡その際には､診療に関する学識経験者の団体

など関係団体等と協力していくことが望まれるO

患者自らが適切な治療法等を選択できるようにするため､担当医に逮

慮せず､他の専門性を有する医師や医療機関において､治療法の選択等

に関して主治医以外の医師による助言 (セカンドオピニオン)を受けら

れる体制を整備していくo

地域における連携体制の状況や各医療機関の専門分野等を情報提供す

ることにより､がん患者の不安や悩みを解消していく｡

拠点病院については､そのがん医療水準を向上させるため､専門分野

の異なるがん診療を行う医師が定期的にカンファレンスを開催し､提供

しているがん医療の評価を行う体制を整備していく｡

拠点病院については､ ｢がん患者の視点も加えた評価の仕組みの導

入｣や ｢放射線治療が実施できること｣を指定要件とするなど､更なる

機能強化に向けた検討を進めていく｡なお､実施している手術件数等が

少ない拠点病院が存在するという現状を踏まえ､拠点病院の役割を整哩

し､その見直しを引き続き行っていく｡

拠点病院については､活動状況を適宜把握し､必要に応じて指導を行

う｡なお､指導により改善できない場合や都道府県内に拠点病院として

より適切な医療機関がある場合は､その指定について取り消しを含めた

検討を行う｡

拠点病院を中心として､緩和ケア病棟､緩和ケア外来､緩和ケアチー

ム､在宅療養支援診療所等が連携すること等により､地域ごとの連携強

化を図っていく｡

また､がんの種類等によっては､がん患者がその居住する県では必要
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とする治療を受けられない場合もあることから､県を超えた医療機関の

連携を図ることについて検討する｡

国立がんセンターは､′我が国のがん対策の中核的機関であり､拠点病

院への技術支援や情報発信を行うなど､我が国全体のがん医療の向上を

牽引していく｡

また､拠点病院は､地域のがん診療を行っている医療機関に対する診

療支援や､地域のがん診療に携わる医療従事者に対する研修等を通じて､

地域全体のがん医療水準の向上に努めていく｡

医療機関の連携の下､適切な診断が行われるようにするために.遠隔

病理診断支援等による医療機関の連携を推進していく｡

医師は､より専門的な診療が求められるがん患者が受診した場合には､

必要に応じ､医療機関を紹介するなど､がん患者が適切ながん医療を受

けられるように､日頃より注意を払うことが望まれる｡

(個LBlJ目標･)

原則として全国すべての2次医療圏において､3年以内に､概ね 1箇

所程度拠点病院を整備するとともに､すべての拠点病院において､5年

以内に､5大がん (肺がん､胃がん､肝がん､大腸がん､乳がん)に関

する地域連携クリティカルパスを整備することを目標とする｡

(3) がん医療に関する相談支援及び情報提供

(現状)

拠点病院においては､患者及びその家族のがんに対する不安や疑問に

適切に対応するための相談窓口として､相談支援センターを設置し､電

話やファックス､面接による相談に対応している｡
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がん対策情報センターにおいては､様々ながん対策に関連する情報の

効果的 ･効率的な収集､分析､発信等に不可欠な中核的組織として､相

談支援センターとの ｢情報提供ネットワーク｣により､情報提供体制の

整備に努めている.また､相談支援センターにおける相談を支援するた

めのがん医療に関する一般的な情報を提供するとともに､相談支援セン

ターの相談員に対する研修を行っている｡

がん対策情報センターにおいては､国及び都道府県が実施するがん対

策に関する国民の理解を促進するため､各都道府県と協力し､がん情報

サービス向上に向けた地域懇話会 (以下 ｢地域懇話会｣というO)を開

催 している｡

学会､関係団体等において､一般国民向けのがんに関する普及啓発､

がん患者や家族からの相談への対応といった活動が行われている｡

(取 り組むべき施策)

国民が､がんをより身近なものとして捉えるとともに､がん患者とな

った場合でも適切に対処することができるようにする必要がある｡

また､進行 ･再発がん患者に対する誤解を払拭することも重要である｡

このため､がん対策情報センターにおいて､がんに関する正しい情報

の提供を一層強化するとともに､引き続き地域懇話会を開催する｡加え

て､地方公共団体や企業等とも協力しつつ､がん年齢に達する前の早い

段階からがんに関する知識を国民が得られるようにすることに努める｡

ま一た､拠点病院においては､がん患者及びその家族に支援を行ってい

るボランティア等の受け入れを行うとともに､国民に対して緩和ケアを

はじめとするがん医療を身近なものとして感じてもらえるように努める｡

がんに関する情報は､がん患者の立場に立って､様々な手段を通じて

提供される必要がある｡

このため､がん対策情報センター ｢がん情報サービス｣の内容を充実
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するとともに､相談支援センターにおける電話やファックス､面接によ

る相談等を着実に実施 していく｡

また､インターネットの利用の有無に関わらず､得られる情報に差が

生じないようにする必要があることから､がんに関する情報を掲載した

パンフレットやがん患者が必要な情報を取り東とめた患者必携を作成し､

拠点病院等がん診療を行っている医療機関に提供していく｡

がん対策情報センターにおいて､引き続き相談支援センターの相談負

に対 して研修を行う｡

相談支援センターには相談員が専任で配置されているが､がん患者の

生活には療養上様々な困難が生じることから､適切な指導助言を行うた

め､相談員を複数人以上専任で配置すること等が望まれる｡

その際には､相談支援に関し十分な経験を有する看護師等の医療従辛

者や患者団体等との連携について検討する｡

また､がん患者本人はもとより家族に対する心のケア (精神的支援)

が行われる相談支援体制を構築していく｡

がん患者や家族等が､心の悩みや体験等を語り合うことにより､不安

が解消された､安心感につながったという例もあることから､こうした

場を自主的に提供している活動を促進していくための検討を行う｡

がん対策情報センターにおいては､拠点病院等との連携強化など､情

報収集が円滑に実施できる体制整備を推進する｡

その上で､がんに関する一般的な情報のほか､拠点病院における手術

件数や放射線治療件数等については､総合的に提供していく｡

一方で､今般の医療制度改革を踏まえ創設した医療機能情報の提供制

度においては､がんに関する事項を含め､各都道府県における医療機能

情報をわかりやすく提供していく｡

がん対策情報センターについては､専門家及びがん患者の意見を聞き
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つつ､企画立案､医療情報提供､がんサーベイランス､臨床試験支援､

診療支援､研究企画の業務を実施し､その機能を更に充実させることが

望まれる｡

生存率等の情報を積極的に公開していくことは重要である｡ただし､

がん患者及びその家族の心理面等に配慮し､がんに関する情報提供の在

り方を工夫していくことが望まれる｡また､必要に応じて､抗がん剤に

関する安全性情報の提供等を行っていく｡

｢いわゆる健康食品｣については､正しい知識の普及､健康被害の未

然防止や拡大防止のため､科学的根拠のある情報を継続的に収集 ･蓄積

などし､幅広く情報提供していく｡

(個別削暴L

原則として全国すべての2次医療圏において､3年以内に､相談支援

センターを概ね 1箇所程度整備するとともに､すべての相談支援センター

において､5年以内に､がん対策情報センターによる研修を修了した相

談員を配置することを目標とする｡

また､がんに関する情報を掲載 したパンフレットの種類を増加させる

とともに､当該パンフレットを配布する医療機関等の数を増加させるこ

とを目標とするO加えて､当該パンフレットや､がんの種類による特性

等を踏まえた患者必携等に含まれる情報をすべてのがん患者及びその家

族が入手できるようにすることを目標とする｡

さらに､拠点病院における診療実績､専門的にがん診療を行う医師及

び臨床試験の実施状況に関する情報等を更に充実させることを目標とす

る｡

(4) がん登録

(現状)
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がん登録には､各医療機関内のがんに関するデータを把握する ｢院内

がん登録｣と､こうした院内がん登録のデータを基に各都道府県内のが

んの羅患､転帰その他の状況を把握する ｢地域がん登録Jがある｡また､

学会等が主体となって臓器別のがんに関するデータを収集する ｢臓器が

ん登録｣がある｡

｢院内がん登録Jについては､ ｢標準登録様式に基づく実施｣を拠点

病院の指定要件としている｡

｢地域がん登録｣については､ ｢都道府県が行う地域がん登録事業に

積極的に協力すること｣を拠点病院の指定要件としているとともに､厚

生労働省研究班において標準登録項目･標準的手順を検討し､報告書と

して取 りまとめ､がん対策情報センターのホームページ等を通じて地方

公共団体に対し周知を行っている｡

｢院内がん登録｣については､我が国においては一部の医療機関で行

われているのみで､ある｡また､ ｢地域がん登録｣については､諸外国で

は､法律に基づき-全国で実施している国も少なくないが､我が国にお

いては現在35道府県 1市に限られており､特に罷患数については全国

推計値が厚生労働省研究班により､一部地域のデータに基づき推計され

ているのみである｡

なお､健康増進法に基づく地域がん登録事業において､民間の医療機

関等が都道府県へがん患者の個人情報を提供することは､個人情報の保

護に関する法律等の適用除外の事例に該当すると整理されている｡

(取り組むべき施策)

がん登録の実施に当たってはまず､がん患者を含めた国民の理解が必

要であることから､その意義と内容について､広く周知を図る｡

さらに､個人情報の保護に関する取組をより一層推進するとともに､
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その取組を国民に広く周知し､がん登録に関する国民の更なる理解を促

進していく｡

がん登録の実施に当たっては､医師の協力も必要であるが､その負担

軽減を図りつつ､効率的に行っていくためには､がん登録の実務を担ラ

者の育成 .確保が必要であることから､こうした者に対する研修を着実

に実施していく｡

がん対策情報センターは､拠点病院等に対 して､知識 ･技術に関する

ア ドバイス､データの共有 ･活用及びその前提となる個人情報の保護に

関する取組など､がん登録に関する技術的支援を行う｡

また､拠点病院は､他の拠点病院に対して各取組例を情報提供するな

ど､お互いにこうした技術的支援を個別具体的に行うことにより､がん

登録を着実に実施していく｡

がん対策情報センターは拠点病院等との協力の下､がん登録の情報を

収集し､全国的な傾向や課題などを分析する｡

拠点病院以外のがん診療を行っている医療機関につい七も､院内がん

登録を実施 していくことが望まれるo

がんに関する情報を正確に把握するため､引き続き､実施体制の標準

化について検討を進めていく｡

また､予後調査に当たっては､住民基本台帳等の閲覧が有効であるち

のの､民間の医療機関がその閲覧を行うには､多くの労力を必要とする

ことから､その方策を検討していくほか､臓器がん登録との連携や小児

がん登録の整備など､がん登録の在り方について更なる検討を行っていく｡

地域がん登録は､統一的な基準により､国民の合意を得て全国で実揺

することが望ましいが､個人情報を適切に保護することが必要であり､

登録対象の範囲や予後調査の方法を含め､諸外国では法律に基づき実施
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されていることも参考としつつ､地域がん登録の実施手法について更な

る検討を行う｡

(個別目標)

院内がん登録を実施している医療機関数を増加させるとともに､すべ

ての拠点病院における院内がん登録の実施状況 (診断から5年以内の登

録症例の予後の判明状況など)を把握 し､その状況を改善することを目

標とする｡

また､すべての拠点病院において､5年以内に､がん登録の実務を担

う者が必要な研修を受講することを目標とする｡

さらに､がん登録に対する国民の認知度調査を行うとともに､がん登

緑の在 り方について更なる検討を行い､その課題及び対応策を取りまと

めることを目標とする｡

(5) がんの予防

(現状)

がんの原因は､喫煙､食生活及び運動等の生活習慣や肝炎ウイルス等

の感染症など様々なものがある｡がんの予防に関しては､こうした様々

な原因に関する大規模コホー ト研究等が推進され､その成果を踏まえて

｢21世紀における国民健康づくり運動 (以下 ｢健康日本21Jとい

う｡)｣に基づく普及啓発など､予防対策が行われている｡

(取り組むべき施策)

がんの予防においては､たばこ対策を進めることが重要であることか

ら､従来より健康日本21や健康増進法に基づく対策を行ってきたが､

平成 17 (2005)年に ｢たばこの規制に関する世界保健機関枠組条

約｣が発効したことから､我が国においても､受動喫煙防止対策､広告
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規制及び普及啓発など､同条約の批准国として､我が国の実情を十分に

踏まえ､同条約に規定されている各種の方策を必要に応じて適切に行っ

ていく｡

発がんリスクの低減を目指して､喫煙の及ぼす健康影響についての普

及啓発を進め､禁煙支援プログラムの更なる普及を図り､喫煙をやめた

い人に対する禁煙支援を行うための体制を整備していく｡

肝炎に関する普及啓発や肝炎ウイルス検査体制の充実を通 じて､肝炎

患者を早期発見し､早期に治療に結びつけることにより､肝がんの発症

予防に努めていく｡

大規模コホー ト研究など､国の施策として位置づけて実施すべき研究

の体制整備を推進するとともに､こうした研究のデータを分析すること

によって得られる科学的根拠に基づくがんの予防対策について､既に得

られている知見も含め､がん対策情報センター等を通じて､医療機関は

もとより広く国民へ普及啓発し､周知していく｡

関係機関及び関崎団体の協力の下､学校現場や地域における健康教育

を充実させ､子どもの発達段階を踏まえつつ､できる限り早い時期から､

健康のために望ましい生活習慣やがんに関する知識を身につけられるよ

うにしていく｡

(個別目模)

発がんリスクの低減を図るため､たばこ対策について､すべての国民

が喫煙の及ぼす健康影響について十分に認識すること､適切な受動喫煙

防止対策を実施すること､未成年者の喫煙率を3年以内に0%とするこ

と､さらに､禁煙支援プログラムの更なる普及を図りつつ､喫煙をやめ

たい人に対する禁煙支援を行っていくことを目標とする｡

また､健康日本21に掲げられている ｢野菜の摂取量の増加｣､｢1日
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の食事において､果物類を板取している者の増加｣及び ｢脂肪エネルギー

比率の減少｣等を目標とする｡

(6) がんの早期発見

(現状)

がん検診については､昭和57 (1982)年度に老人保健法に基づ

く市町村の事業として､胃がん検診､子宮頚部がん検診が開始された｡

その後､子宮休部がん検診､肺が41検診､乳がん検診､大腸がん検診が

追加 ･拡充されてきたところ､平成 10 (1998)年度に一般財源化

され､現在は法律に基づかない市町村事業として整理されている｡

企業における福利厚生や健康保険組合等における独自の保健事業の中

で､がん検診を実施している場合やがん検診受診の補助を行っている場

合がある｡また､任意で受診する人間 ドック等の中で､がん検診を受け

ている場合もある｡

がん検診の受診率は､ ｢平成 16年国民生活基礎調査｣によれば､あ

らゆる実施主体によるものを含め､男女別がん種別で見た場合､ 13. 5%～

27. 6%となっている｡

国においては､がん検診について､対象年齢､受診間隔､検診項目､

精度管理等に関する指針を示している｡また､国においては ｢がん検診

に関する検討会Jを設置 し､平成 15 (2003)年 12月からがん検

診の在り方について見直しを図っており､現在まで ｢乳がんJ､ ｢子宮

がん｣､ ｢大腸がん｣及び ｢胃がんJに関しての検討結果を指針に反映

させている｡

平成20 (2008)年度以降､がん検診等については健康増進法に

基づく事業 (努力義務)として引き続き市町村が行い､糖尿病等の生活
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習慣病に着目した健康診査 (義務)については医療保険者が行うことと

なる｡

(取 り組むべき施策)

受診率の抜本的な向上を図るため､国民に対しがん予防行動の必要性

の理解及びがん検診についての普及啓発tを図った上で総合的な対策を推

進する｡

特に､受診対象者を正確に把握した上で､未受診者に対する普及啓発

や受診勧奨を行うなど､未受診者を無くすことに重点を置いたより効率

的ながん検診の推進を図る｡また､企業やマスメディア等も巻き込んだ

普及啓発に関する取組など､都市部や町村部といった地域の特性に合わ

せたモデル的な取組を評価 ･普及していく｡

市町村によるもののほか､人間 ドックや職域での受診を含め､実質的

な受診率を把握できるような手法の検討を行うなど､正確な受診率を把

握することに努める｡

有効性の確認されたがん検診を実施するため､科学的根拠に基づくが

ん検診の手法の評価を､定期的に行う休制を今後とも維持する｡また､

精度管理 ･事業評価についても十分検討する｡

これまでの研究成果を応用に結びつけるため､がんの早期発見の手法

の改良や開発に関する研究についてより一層の推進を図るo

がん検診の受診につながるインセンティブ等について検討を進めてい

く｡

市町村におけるがん検診と老人保健法における基本健康診査等につい

ては､市町村において同じ会場で実施されている場合もあるが､平成20

(2008)年度以降も､受診日､受診場所､費用負担などについては､
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受診者の利便性が損なわれないよう配慮することが望まれる｡

(個別目標)

がん検診の受診率について､欧米諸国に比べて低いことも踏まえ､効

果的 ･効率的な受診間隔や重点的に受診勧奨すべき対象者を考慮しつつ､

5年以内に､ 50%以上 ■(乳がん検診､大腸がん検診等)とすることを

目標とするo

また､すべての市町村において､精度管理 ･事業評価が実施されると

ともに､科学的根拠に基づくがん検診が実施されることを目標とする｡

なお､これらの目標については､精度管理 ･事業評価を実施している市

町村数及び科学的根拠に基づくがん検診を実施している市町村数を参考

指標として用いることとする｡

(7) がん研究

(現状)

推進することとされているが､厚生労働省､文部科学省､経済産業省が

連携 し､基礎研究､予防法の開発､診断薬 ･診断機器の開発､治療薬 ･

治療機器の開発､標準的治療の確立など､様々な側面から推進している｡

厚生労働省及び文部科学省においては､臨床研究コーディネーター

(CRC)の養成研修を平成 10 (1998)年度から実施している｡

厚生労働省及び文部科学省は､がんを含む治験 ･臨床研究の活性化の

ため､共同で ｢新たな治験活性化 5カ年計画｣を策定 し､平成 19

(2007)年4月から実施している.

臨床研究の基盤整備については､がん対策情報センターが､多施設が

-34-



共同して鹿床研究を実施する際のデータセンターとして機能し､新しい

治療法の確立を支援 しているが､更なる機能強化が必要である｡

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (以下 ｢GCP省令｣と

いう｡)においては､治験を実施する医師は､当該治験が試験を目的と

するものである旨を記載した説明文書を治験参加者に交付し説明を行い､

同意を得なければならないと規定されている｡

(取り組むべき施策)

がんに関する研究については､難治がんに関する研究､長期的な療養

の状況の把握も含む患者のQO L (生活の質)の向上に資する研究など

鹿床的に重要性の高い研究やがん医療の均てん化など行政的に必要性の

高い研究を実施していく｡

併せて､基礎研究とともに､重粒子線等を用いた新しい放射線療法､

分子標的療法などの新しい治療法及び有用な早期診断技術についての研

究開発を推進していくとともに､その普及に当たっては既存の診療との

比較による有効性や費用対効果等の評価を行っていく必要がある｡

なお､研究を企画 ･実施する際には国民の意見をより一層反映するよ

うに取り組んでいくことに努める｡

期待された結果が得られなかった場合も含め研究成果が国民に対しわ

かりやすく伝わるように努めるとともに､臨床研究の意義を広く国民に

周知し､比較対照研究が､がん患者からの協力などを得て実施されるよ

うに努める｡

治験及び臨床研究については､情報の提供や公開を積極的に行うこと

により､国民の理解を得られるよう努めていく｡

がんに関する研究の実施機関や予算規模について透明性を確保すると

ともに､効率的な研究の実施体制を構築していく｡
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治験 ･臨床研究を円滑かつ積極的に実施するために､国立がんセンタ

ーを含む医療機関のネットワークに対して､臨床研究コーディネーター

(CRC)やデータマネージャーの充実など､治験 ･臨床研究の実施基

盤の整備 ･強化を図る｡

国立がんセンターにおいては､がん患者に対して､科学的根拠に基づ

く最善の医療を提供するために積極的に塩床研究に取り組むとともに､

多施設が共同して実施する臨床研究に対して､必要な技術的支援を行っ

ていく｡

(個別 目棟)

がんによる死亡者の減少､すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽

減並びに療養生活の質の維持向上を実現するためのがん対策に資する研

究をより一層推進 していくことを目標とする｡
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E4 がん対策を絵合的かつ計画的に推進するために必要な事項l

国､地方公共団体及び関係者等が､ ｢がん患者を含めた国民の視点｣に立っ

て､がん対策を総合的かつ計画的に推進していくに当たっては､以下のような

事項が更に必要である｡

1 関係者等の有機的連携 ･協力の更なる強化

がん対策を実効あるものとして総合的かつ計画的に展開していくためには､

国及び地方公共団体をはじめ､関係者等が一体となって取り組む必要がある｡

このため､関係者等には､有機的連携 ･協力の更なる強化を図ることが求

められるが､その取組例としては以下のようなものが考えられる｡

ア がんの専門医の養成については､がんの専門医認定に関係する学会等

が協力すること｡

イ 緩和ケアに関する目標値等を立てるための調査活動について､国がサ

ポー トしつつ､学会及び関係団体が協力しながら実施していくこと｡

り 学会及び診療に関する学識経験者の団体は､一般医療に携わっている

医師も､緩和ケアを体系化して勉強する必要があることから､お互いに

協力することにより､こうした観点も取り入れた教育 ･研修のカリキュ

ラムを組むこと｡

エ 学会は､患者団体や関係団体との協力により､解説資料の作成等を通

じて､がん患者やその家族における診療ガイ ドラインへの理解を助ける

ことができるように努めること0

2 都道府県による都道府県計画の策定
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基本法第 11条第 1項においては､ ｢都道府県は､国が策定するがん対策

推進基本計画を基本とするとともに､当該都道府県におけるがん患者に対す

るがん医療の提供の状況等を踏まえ､都道府県がん対策推進計画を策定しな

ければならない｣とされている｡

また､基本法第 11条第2項においては､ ｢都道府県がん対策推進計画は､

医療法 (昭和 23年法律第205号)第30条の4第 1項に規定する医療計

画､健康増進法 (平成 14年法律第 1Oa号)第8条第 1項に規定する都道

府県健康増進計画､介護保険法第 118条第 1項に規定する都道府県介護保

険事業支援計画その他の法令の規定による計画であって保健､医療又は福祉

に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない｣とさ

れている｡

｢第 3 全体目標並びに分野別施策及びその成果や達成度を計るための個

別目標｣の ｢3 分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目標｣

の ｢ (2) 医療機関の整備等｣のとおり､都道府県は､医療法に基づく平

成 20 (2008)年度からの新たな医療計画において､がん等に係る地域

ごとの医療連携体制について記載し､連携を推進することとされている｡

このため､都道府県には､平成20 (2008)年度からの新たな医療計

画等との調和を図りつつ､がん対策を実施していくため､平成19 (2007)

年度中に都道府県計画を策定することが望まれる｡

なお､策定に当たっては､がん患者及びその家族又は遺族の視点も踏まえ

ることが重要である｡

3 関係者等の意見の把握

がん対策を実効あるものとして総合的に展開していくためには､関係者等

の意見を集約し､これらをがん対策に反映させていくことが極めて重要であ

る｡

このため､国及び地方公共団体は､関係者等の意見の把握に努めるものと

-38-



する｡

4 がん患者を含めた国民等の努力

がん対策は､がん患者を含めた国民を中心として展開されるものであるが､

･がん患者を含めた国民は､その恩恵を享受するだけでなく､主体的かつ積極

的に活動する必要がある｡また､企業等には､国民のがん予防行動を推進す

るための積極的な支援 ･協力が望まれる｡

基本法第 6条においては､ ｢国民は､喫煙､食生活､運動その他の生活習

慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち､がんの予防に必要

な注意を払うよう努めるとともに､必要に応じ､がん検診を受けるよう努め

なければならない｣とされている｡

このため､1司民は､喫煙､食生活及び運動等の生活習慣とがんとの関係に

ついての知識を得ることに努めるとともに､がん検診を受診するように努め

るものとする｡

また､がん患者を含めた国民等には､少なくとも以下の努力が望まれる｡

ア がん患者及びその家族は､がん医療が医療従事者とのより良い人間関

係を基盤として成り立っていることを踏まえ､相互に信頼関係を構築す

ることができるように努めること｡

イ がん患者及びその家族は､医療従事者と協力して治療を進め､治療内

容について､医療従事者と共有できるようにすること｡

なお､そのためには､がん医療に関する相談支援及び情報提供を行う

ための体制が整備されている必要がある｡

り がん患者及び患者団体等は､がん対策において担うべき役割として､

医療政策決定の場に参加 し､行政機関や医療従事者と協力しつつ､がん

医療を変えるとの責任や自覚を持って活動していくこと｡
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また､患者団体は必要に応じて議論を重ね､より良い医療体制を実現

するために連携 して行動すること｡なお､そのためには､行政機関をは

じめ社会全体で患者団体の支援を行っていく必要がある｡

エ がん患者を含めた国民は､がんに関する治験及び臨床研究の意義を理

解し､積極的に参加すること｡

なお､同時にGCP省令を周知することが必要である｡

5 必要な財政措置の実施及び予算の効率化 ･重点化

基本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し､全体目標を達成するた

めには､がん医療を推進する体制を適切に評価するようなきめ細やかな措置

を講じるなど､各取組の着実な実施に向け必要な財政措置を行っていくこと

が重要である｡

一方で､近年の厳 しい財政事情の下では､限られた予算を最大限有効に活

用することにより､がん対策による成果を収めていくという視点が必要とな

る｡

このため､より効率的に予算の活用を図る観点から､選択と集中の強化､

各施策の重複排除及び関係府省間の連携強化を図るとともに､官民の役割及

び費用負担の分担を図ることとする｡

6 El確の達成状況の把握及び効果に関する評価

基本法第9条第7項においては､ ｢政府は､がん医療に関する状況の変化

を勘案し､及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ､少なくとも5年ごと

に､がん対策推進基本計画に検討を加え､必要があると認めるときには､こ

れを変更しなければならない｣とされている｡

′
がん対策を実効あるものとして総合的に展開していくためには､その進捗

-40-



管理を行うことが極めて重要である｡このため､政府は､目標の達成状況を

把握するとともに､国民の意見等を踏まえつつ､がん対策の効果を検証し､

施策の見直しを図ることとする｡なお､基本計画を変更するときは､当該見

直しの結果を反映させる必要がある｡

がん対策推進協議会は､がん対策の進捗状況を適宜把握するよう努めると

ともに､施策の推進に資するよう必要な提言を行う0

7 基本計画の見直し

基本法第9条第7項においては､ ｢政府は､がん医療に関する状況の変化

を勘案し､及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ､少なくとも5年ごと

に､がん対策推進基本計画に検討を加え､必要があると認めるときには､こ

れを変更しなければならない｣とされている｡

この基本計画は､がんをめぐる現状を踏まえ､がん対策の基本的方向につ

いて定めたものである｡今後は､基本計画に定める取組を進めていくことと

なるが､がんをめぐる状況変化を的確に捉えた上で､目標の達成状況の把握

と効果に関する評価を行い､必要があるときは､計画期間が終了する前であ

っても､これを変更することとするO

なお､基本法第 11条第4項においては､ ｢都道府県は､当該都道府県に

おけるがん医療に関する状況の変化を勘案し､及び当該都道府県におけるが

ん対策の効果に関する評価を踏まえ､少なくとも5年ごとに､都道府県がん

対策推進計画に検討を加え､必要があると認めるときには､これを変更しな

ければならない｣とされているが､都道府県計画の見直しも､基本計画に合′

わせて適宜評価 ･検討の上行われることが望まれる｡
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'中
間報告書において示された意見等Iこついては、

計画を作成する際に検討する



参考資料3

: ヽがん対策推進協議会令:(平成十九年政令第七十六号)

: ‐  (委 員の任期)   i          :ノ
1  第一条 がん対策推進協議会

｀
(以下「協議会」とい.う 。)の委員の任期は、.二年と

する。ただし、補欠の委員の任期は(前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長)             :    :
第二条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。、         ,

: 2‐ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する6

.′ 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がtその職務を代理す :
′  る。   :                「    `       `     '

` (専
門委員)     ….               1     ~

「 第二条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、1専門委員を置  ・
くことができる。     |           ‐ 1 「         1

i2 専門委員は、当該専門の事事に関し学識経験のある者のうちからミ厚生労働大

臣が任命する。        i     .       ,
3 専門委員は、その者の任命に係iる 当該専門の事項に関する調査が終了したとき
は、角牢任されるものとする。  ●     1               _

4 専門委員は、非常勤とする。                   ｀

:   ｀
(議事)  1         1           

・
:

■零黒曾基ス戸含腎言員?押す驚がす席卜111は f露「胃1雪すすP'Fギ i｀
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会量の決

■   するところによるЪ     l                  ・.

(庶務)     |    ~
第
=条

 協議会の庶務は、厚生労働省健康局総務課において処理する。    i

_  (雑
則 )                

・   1      
｀

   :

第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要   1.
な事項は(会長が協議会に諮って定める。             1   ‐

1 附 員ll   ´      i:      、 ,

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。     ―         :
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す
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天 野 委 員 提:出
資 料

平成 22年 11殉 19日

厚生労働省がん対策推進協議会会長 垣添 :忠生 殿

厚生労働省健康局総務課がん対策推進室室長 、鈴木 健彦 殿        i

厚生労働省がん対策推進協議会
｀         .  1                     委員有志下同

がん対策推進協議会運営の見直しに関する意見書,  1

平成 10年 4月 より「がん対策基本法」が施行され(平成 19年 6月 には国の「かん対策推進

基本計画」が閣議決定されました。平成 22年 6月 には、がん対策推進協議会によって「がん対

策推進基本計画中間報告書」が取りまとめられ、これを踏まえてがん対策推進協議会による施策

の評価と見直しが行われることとなつています。   ,

中間報告書の内容は、がん対策の現況と協議会委員からの意見を羅列しただけの不完全な内容

であり、協議会委員からの意見は「これらの意見は次期基本計画を作成する際の論点とする」と

してく事実上棚上げにされています。かん対策推進基本計画の評猛と見直しを行ぃ(ょ り良いも

のとしていく視′点に乏しいと考えられます。事務局より提示された報告書案に対して、協議会が

十分なコミッi卜 が出来なかつたことは、協議会としても率直な反省が必要と考えられます。

また、協議会では各地でめタウジミ‐ティングやアンケートを通じて、患者や現場、地域の声 '

を広く集約して「平成 23年度がん対策に向けた提案書～みんなで作るがん政策」を平成 22年 4

月に厚生労働大三へli出 し、「緊急に重′点的な実施が必要と考えられる 9本のがん予算施策」「が

ん拠点病院制度の抜本的改正」「全国的ながん登録システムの整備」などの提案を行いました。

.しかし、平成 22年 5月 に協議会が開催されてからは協議会が開催されることなくt平成 23年

度がん対策関連予算概算要求が策定されました:厚生労働省によ:る 平成 23年度概算妻葉は、協

議会からの意見を十分に反映しないままに策定されていると考えられます。

平成 23年度中には「がん対策推進基本計画最終報告書」が取りまとめられます。平成 22年

度中には次期がん対策推進基本計画の基本構造を決め、平成 23年度中に次期計画を策定しミ平

成 24年度より実施することとなります。今のままでは、協議会からの意見が反映されず、議論

が十分に行われないまま次期計画が策定されることが危惧されます。が 対々策推進協議会の委員

有志一同はtiが ん対策推進協議会運営の見直しを求め、以下の意見を提出します。

,       記    ‐

1.が ん対策推進協議会の位置づけと運営のあり方に関する意見,      :

がん対策に関して、がん対策推進協議会における十分な議論を経て、根拠と優先度などに基づ
:

いて、予算措置や施策が実施されるよう求めます。平成 23年度がん対策関連予算概算要求にお

ける、「平成 23年度がん対策に向けた提案書」の実施状況を、当該施策が確実に実施 されるよ
=

うになっているとしつ 観′点から、明らかにしてください。また、がん対策関連予算概算要求に関



する政策策定プロセスと、根拠を明らかにしてください。    |

2.がん対策推進基本計画に関する意見                      `

内容が不十分であった、がん対策推進基本計画と中間報告書の反省をふまえ、次期がん対策推

進基本計画の策定においては、協議会において骨子・要項を策定するとともに、国内の都道府県

などの良い事例や海外のがん計画なども参考にしながら、より多くの実質的な議論が行われるよ

う求めます。また、協議会での議論を通じて、患者や現場t地域の声を十分に反映した、がん対

策推進基本計画の策定プラセスが実施されるよう求めます。

る意見

従来の協議会では、がん対策に関する多くの施策が、厚生労働省健康局総務課がん対策推進室

の直接の所掌にないとされて議論の対象となってきませんでした。がん対策推進本部の開催も明

らかでなく、形骸化しています。がん対策推進室を大臣官房などにおき、大臣直轄組織として省

内横断的に運営する、またはがん対策推進室を内閣府などにおき、省庁横断的に運営するなど、

がん対策を実効的に行うための組織と位置付けの変更を求めます。 ｀

4.がん対策の施策に関する意見     ,I

「平成 23年度がん対策に向けた提案書」の「緊急に重′点的な実施が必要と考えられる9本の

がん予算施策」「がん拠′点病院制度の抜本的改正」「全国的ながん登録システムの整備」などにつ

いては、協議会において繰り落し提案されてきた内容であるにもかかわらず、その多くは反映さ

れていないと考えられます。協議会に対して、委員より意見書等で提案されている「たばこ税の

引上げに関する要望書」「がん患者の経済的負担の軽減に関する意見書」「適応外医薬品の保険支

払いの早期検討に関する要望書」や、協議会委員より実施を求めた事項にらいても、同様と考え

られます。それらの進捗状況について、協議会にて定期的に報告するよう求めます。    
′

厚生労働省がん対策推進協議会委員有志二
同

天野 慎介

嘉山 孝正

川越 厚

郷内 淳子           1
野田 哲生

埴岡 健一              .      1

檜山 英三

福井 トシ子                ‐         ｀

本田 麻由美          =                 i
前川 育

南 博信                      _  、

三井 緩                                    ‐
安岡 佑莉子                        :           :



衆議院予算委員会 (2010年 11月 15日 )会議録 (一部)

(※ )「衆議院 TVJ(http7無 ww shugiintvEo.ipノ )に掲載された、「国会審議テレビ中継」

をもとに、発言を書き起こしたものです。

日富田茂之委員    ヽ

`  次に、がん対策の基本方針についてということで、管総理をはじめ関係閣僚のご意見を伺 ′

いたいと思います。          ア                  .      .

今日は資料として資料 5「が々対策推進協議会運営の見直しに関する意見書」というのを出    _
させていただきました。それと資料 6と して、20■0年 10月 6日 、「第 14回がん対策推進 _

1   協議会議事録iこれの 1ぺニジロと2ぺニジロ、グ2ページ首から25ページロを抜粋きモ

ていただいて、委員の皆さん(また閣僚の皆さんにお配りをさせていただきました:

この資料を出させていただいて質問するというのは、実はこの前のがん対策推進協議会、       ｀

':    
こめ資料Or吾いてあります、,10月 6日 のがん対策推進協議会が終わった後に、がわ患者       :
の方からメニルがいただきました。ちよっとひどいんじゃなぃかということでネ,ルをい

・    ただいたんですが、昨年の 11月 4日 、この委員会でt当時まだ鳩山総理、管副総理でした  1

_: が、本承認薬・適応外薬の開発支援の質問をしましたび

その質問の最後に、ジェム|ザールという薬を例に上げさせていただきまして、ジェムザー

1   ｀
ルという薬は肺がん、すい臓がんには使えるんですが 卵ヾ巣がんに使えないということで、   _

:     卵巣がん患者の皆さんからあ|を紹介きせていた1だきましたし何とかドラッグ・ラグを解    :
消して、そういらたものに命を大切にする鳩山内閣として取り組んでもらえないのか、未       =
承認薬・適応外薬の開発支援を'650億、ばさうと削られてしまいましたので、その′点で質

問しました。1        1             .             ′

そうしましたら、鳩山総理がこういうキうに言づてくれました:「今、未承認薬・適応外薬      :
｀   ,の話がござぃました。いろ

v｀
ろと難しいドも るいはあるのかもしれませんし、治験に時_     ´

‐

 間がかが?てヽなかなが未季誌の薬を承認するolF時軍がかなり過ぎぅ。他の国でiま使わ

れているのに、なぜ日本では使えないのかと、いろいろな悩みを持うておられる方が多い       ヽ

と思います。そういつた方々 の思ぃを一刻も早く、悩みではなく希望に変わるように、精, 
｀

一杯努力することをお約束します」というふうに答弁していただきまして、
'、

患者の皆さん

からもtこの答弁に対して、何か■歩前進してもらえるんじゃないかということでく多く   ,
のメ,ノレ等 もいただきました。   _          1     .

この 8月 30日 に、菅内閣になって、保険適用を迅速にできるキう′ャ|、 いKつかの昴目の薬
1                                 ´



についてやってくれました。このジェムザールも入っていてtジェムザールを待ち望んで

いた方から、卵巣がんを再発した方からメールをいただいたり、いろんな方から、本当に

よくやって くれたと、民主党政権がここをきちんと受け止めてくれたということで、本当

に大勢の方からメールをいただきま'し
た。

やはり、治療薬として欲しいという方たちにとつては、もう待ち望んでいたことだと思う

んですが、そういつた方たちの中から、今回のがん対策推進協議会、資料 6で付けさせて

いただいた、協議会での厚生労働省側の対応があまりにもひどいということでちょっと訴

えを聞きま したので、私も資料を全部読ませていただいて、どぅいうことなのかなと、い

ろいろ全部見ました。       '

がん対策基本法が出来た時の経緯を思いだしていただきたいんですが、当時自民・公明案

と民主党案が対立していました。決して対立する事実ではないのに、なかなか両方が一緒

に議論ができなくて、その時に山本議員がご自分のがんを告白されて、両方の案をつない

で、何とか自分の命のあるうちにこの法案を作りたいんだという:こ とを訴えられて、各党

が歩み寄って、今回のがん対策基本法が出来たと思うんですねЬ

その時の山本議員の一番の思いは、がん患者さん、あるいは患者のご家族の皆さんが、政

府のがん対策にきちんと関与できるように、患者の皆さんの思いが、きちんと政府のがん

対策、厚生労働行政の中に入っていくようにというのが、一番強い思いだったと思うんで

すが、10月 6日 の協議会の議事録を読んでいますと、特定の個人を非難するうもりで言う

んじゃないんですが、
'こ

の対策の室長さんの言葉があまりにも患者さんの気持ちを傷つけ

るというか、この推進協議会は何のためにあるんだと。がん対策の基本計画を作る際に、

そこに意見を言 うためにというふうに、条文には書いてあるんです。たしかに、がん対策

基本法にはそういうふうに書いてあるんですね。だから、それ以外のことはこの推進協議

会では出来ないんです、みたいな言い方をしてぃるんですよ。

それで本当にいいのか。民主党政権下のがん対策は本当にそれでいいのかという思いで、

今日はいろいろ資料を出させていただいて、厚生労働大臣にまずお伺いしたいと思 うんで

すが、がん対策の基本計画は、その趣旨のところで、「今後は、がん患者を含めた国民が、

がんを知り、がんと向き合いて力ぶんに負けることのない社会の実現を目指すこととする」

と書いてありますよね。患者さんの視′点を本当に大事にしている。そして基本方針にも、

がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策を実施することというふうに書いてありま

す。この患者の視点というのが欠けてしまっては、どんな良いことをしても、たぶんがん

対策というのは進まなぃんだと思うんですね。            |     _

それでもう一つ、このがん対策基本法が出来た時に、参議院の厚生労働委員会で附帯決議

がつきましたしかなり多くの附帯決議がついたんですが、その中で本当に大事な、大事な、
‐                       0          '



これは山本議員の思いが残つたと思うんですが、二点指摘をさせていただいたいと思いま

す。                                    l  i

「本法により創設されるがん対策推進協議会については、政府の策定するがん対策推進基

本計画の立案に積極的に関与する機関であるとの位置づけ,に のつとり、その機能が十分に

発揮できるよう配慮すること:その際、がん医療に関連する他の検討会等との役割分担や

導携め強イ|に も努ゅるこど」ごい,ふ ぅに、第丁項早自で指摘き■てぃます。そして第二

項目日で「がん対策推進協議会の委員構成にういては、が々患者が初めてがん医療の政策

立案過程に参画できるようにならたことの意義を車く受け止め、がん患者の意向が十分に

反映されるよう配慮すること」とくこういうふうに書いてあります。 ´

ただtがん対策基本法では、推進協議会の皆さんはく・基本計画を作る際に意見を述べると

いうだけに条文上はなつていますがtやはりこの附帯決議の二項目の重みをしっかり受け

止めて、協議会をきちんと実施していかないと、山本さんの思いも残らないと思いますし、

山本さんは亡くなる際にで私の思いを必ず繋いでくれる方がいるはずだ、この推進協議会

にがん患者を入れたんだから必ず回っていくはずだ、というふうに言われています。そう

ぃう思いを、やはり同僚だつた民主党の皆さん、特に細川厚生労働大臣、どういうふうに

思われますか。大臣、ご意見をよ   :

甲細川律夫厚牛労働大臣 : ..               1

富田委員の、がん対策につぃての推進(も つとしつかり患者の皆さんと遺族の皆さんの意

見を聞くべきではなぃかというご意見でございますけれども、私はそれは立法の趣旨から

いいましても、当然だというふうに思っております。この基本法の制定くこれは亡くなら

れた山本さんが、亡くなられる前に何としてもこれを成立させたいという、本当に山本さ

んの気持ちを考えますと、しっかりやらてぃかなければというふうに思つております6

そこで、がん対策基本法tこれは9条に、「政府は、がん対策の基本的な計画を策定しなけ

ればならない」「ごの策定をするには、厚生労働大軍ががん対策基本計画の案を作るときに

は、がん対策推進協議会の意見を聞く、のとする」、そういうことになっておりまして、ヽご

の推進協議会の中に}ま、患者の代表の方、あるいは遺族の代表の方、これが全体の20人の

委員のうち5人、入つておられます。   1

その協議会の中で、この基本計画の策定、あるいは来年度はこの見直しをする(こ ういう:

ことになつておりまして、患者の皆さん方のご意見もよく聞かなければというふうに思っ

て'お りますごそこで今、富田委員からは、をあ滋議会あ中で、ご未満あある委員の芳あふ

ろいろな意見書も提示をされて、もっとよく聞くべきではないかと、こういうことでござ

ぃます。    |  :     r       .)
‐    :   3     t        ′
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私といたしましては(協議会の意見をしっかり受け上めながら、基本計画の見直しの時、

あるいは政府のがん対策の施策に向けては、精一杯意見をお聞きしてやつていきたいとい

うふうに思つておりますので、またひとつご協力のほうもよろしくお願いしたいというふ

うに思っております。

■富田茂之委員       |        :

もう時間がきましたので最後にしますが、今、細川大臣の方から、しつかり患者の意見を

聞いていただけるということですので、たぶんこれをインタIネ ットで見ていう患者さん

は、少し安心したと思うんですが、資料の 5で提出させていただきました、天野委員提出

資料というところをぜひ後で読んでいただきたいんです。           i

実は、この 10月 の協議会も、本来は7月 に開かれる予定だった。それが伸びて伸びて 10

月になった。3月 に11回開かれて、概算要求全の要望とかいろいろ出したのに、̀結局それに

ういてどうするか荷もしないまま概算要求がされて、今度 10月 。やつと来たこの委員会、

当初 3時間の予定が冒頭か ら 2時間に狭められてしまって、
.本

当に萎員の皆 さんめ意見を

聞いてくれるんだろうかというところから、この資料 5の天野さルという方が提出した資

料にならています。                   ・        ′

天野委員提出資料と書いてありますが、2ペァジロに有志二向ということで、8人の方が出

されているんですね。これは患者さんだけではありません。:マ スコミの方、また医療法人

の関係者の方、こう|い つた方がやはり今の協議会の進め方に相当疑間をもってらうしゃい

ます。ぜひ、この方たちの思いがきちんと協議会に反映されて、また、概算要求あるいは

次の基本計画の改正に意見が反映できるよ,う に、厚生労働大度のお力もいただきたいと思

いますし、も:う 一′点、患者さんなんかは任期 2年なんですね。そうすると、そろそろ切れ

る方がいる。せっかくやってきたのに、次の基本計画に反映出来ないで委員を終えてしま

う。                            ′                           ,i            l

特に(ま あ役所からみたら、いろいろ文句を言つてくる委員は、1と にかくいなぃほうが良

いというような思いもあると思いますので、そういつたことがないように、委員の皆さん、

せっかく2年間で慣れてきて、やうとお医者さんと一緒に話せるようになったと思ったら、

もうやめてください(みたいなこともあるようですので、そういつた点も配慮していただ

いて、ぜひ菅内閣を挙げて、がんの撲滅に向けて対策を取つていただきたいと思いますし、

管総琴ま
:た

嗜細川大臣?患煮さんの思いをきちんと受け止ゅていただいて、今後、施策に

反映していただけるように希望しまして、質問を終わります。ありがとうございました:
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転移のある肺がんに対する
"早期からの緩和ケア''の有効性
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標準治療単独群:通常の抗がん剤単独

緩和ケア併用群:治療と同時に緩和ケア併用
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･oo 早期からの緩和ケアにより

8060生存 40率 200 1)生活の質が高まり

2)うつなどの症状がとれ
3)終末期の治療行為が減り

4)生存期間も延長緩和ケア併用群 (77名)

標準治療単独群

中間E,T4MSW'-8.9ケ月 Standard'are l p-0.02
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論文の骨子          _

米Mbssachusets Genera:Hospttalの Jennttr S.

Temd氏らの研究グル■プは、標準的な抗がん治療

に早期からの緩和ケプを加えることによって、運隔転
移のあるりF小細胞肺癌患者のQOLやうつ症状が改
善されるだけでなく、生存期間も2カ月以上延長する
ことを無作為化試験で確認し、その結果を、New
EnJand J9urna1 0f Mさ 0たine誌8月 19日 号で発表した。
同研究グループは1転移のある非小細胞肺癌の患

者151人を、標準治療のみを行う群(標準治療単独
群)と標準治療と早期からの緩和ケアを併用して行う
群(早期緩和ケア併用群)に無作為に割り付けた。エ
ントリーされた患者の数は、それぞれ、74人と77人で
あつた。早期緩和ケア併用審の患者はヽ 登録後3週

間以内に緩和ケアチームのメンバーに面談を受け、
|さら|ご外来で月に1回以上:症状の管理や精神面で
のサポートなどの緩和ケアを受けた。一方、標準治
療単独群は、患者本人や家族、主治医の要望があつ
たとき以外 緩ヾ和ケアは提供されなかったg

.生活の質(Qoり は、FAttgt当 ァで評価したが、早 1

巳脚 菫
HApslDう つ症状)が、うつ症状の割合は早期緩和ケ
ア併用群で16%t標準治療単独群で|ま18%だつた。
PHQ-9を使つた評価によるとヽ 大うつ病の症状のある
患者が緩和ケア群は4%であつたのに対して、標準
治療群は17%であった6

.斉

輻 澱 蹴 孵 撮羅給,;彎[1ド
タ

33%と、標準治療単独群の54%より低かった。それ
にも関わらず、生存期間中央値はそれぞれll`6カ月、
8.9カ月と緩不ロケア群の方が有意に延長していた。

.                                         

垂 ::::;:|li:i::|:|||:|||::::ii:llll:ill:|:::|

_の改善と、つつ症状の減少がt生存期間の延長に結
びついた可能性があると著者は考察している。

混躍抒)で栞覇馘鼠ミ燎
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*日本のモルヒネ換算消費量係数(フェンタニール 1667､オキシコドン 15)を用いて換算したもの

I El本のモルヒネ ･フ=ンタ二ル ･オキシコドン講書Aの推軌 =ついて 【JI生労★省PIペ (2008年)】
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垣 添 委 員 提 出 資 料

厚 生 労 働 省 健 康 局 長 タトLL 十 七  殿

が ん対 策推 進協 議会 は、が ん対 象基本法 に基づ

き、が ん対 策推 進 基本計 画 の策定 や 変更 に あ た り
厚 生 労 働 大 臣が 意 几 を聰 く機 関 と して位 置付 け

られ た もの であ り、これ まで 14口 にわ た り議 静
が行 わ れ て きた と ころ で あ る。

― が 、前 口 10月 26日 の が ん村 策推 進協議 会
に おい て は、が ん対 策推 進協 議会 委 員有恙一 同 よ

り、が ん対 策推 進‐la議 会 会 長 で あ る私 と、厚 生 労
働 省健 康 局 が ん対 策推 進 室長宛 て に、「が ん対 策
作 進協 議会 運営 の 几 直 しに関 す る意几者」が提 出
され た。

この意 几者 の内 容 に:つ いて は、特 にが ん対 策推
進 協 議 会 の運 営 や 事務 局体 牛1の あ リガ等 の 問題
につ い て共 慮す る ところで あ り、つ いては、が ん

対 策推 進協議会 会 長 と して、厚 生 労働 省健 康 局 に
対 し、この意几者 が提 出 され た背 景 を真 摯 にえ け
とめ、が ん対 策推 進協 議 会 の運営 方法 等 の夜事 を、
こ こに求 め る。

千 戌 22年 11月 19日
が ん対 策椎 進協 議会 会 長

垣 添  恙生



*日 本のモル |ネ換 算消費量係数 (フェンタニ=ル :166.7、 オキシヨドン:15)を用 いて換算したもの

I 日本のモリレヒネ・フェンタニル・オキシヨドン消費量の推移について け 働省調べ (2008年 )]

Trends in usage of morphine,fentany:,and oxycodon,in Japan[Ministry of Heaithi Labour

and Welfare (2008)]                                                          `               ｀
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「がん教育:基金」を立ち上げました

中十■年′L4長 に0',こ んをれえ.たい

「がん教育基金」設立のご案内と

こ支援のお願い

-5二



檜山委員L天野委員提出資料

2010年 11月 5日

厚生労働大臣 細川律夫 殿

l :  がん対策推進協議会委員 檜山英三
・     ‐

天野慎介

!i:「
ぶん寿朱推進協議会におし`|の月ヽ児がん対美章門委員会設置に関する要望讐」

1.  設置の趣旨

① 少子高齢化の進展によって、出生数の少ない小児を健ゃかに育てるとことが望ま
｀

:

″  れている中で、小児の病死の 1位は未だに小児がんである。がん対策が自ずと発   :
、     症数が多ぃ 0大が々に集中ぃ J｀尋がん対策および希少がん対策が著しく遅れて

おり、小児がんの正しい診断と治療を行う集約化をめざした体tljのみならず、患
:

′     「者やその家族支援、緩和医療対策などを早急に確立する必要がある。

:′   ② 小児がんが大学病院を除くと大半が小児病院にて診療されておりt力 んゞ診療連携,  :
:     

拠点病院で診療されてゃらず、がル対策基本法、基本計画対象から漏れている。    |
そのため、ガヽ児がんをはじめとする希少がんを対象として専門的な観点から戦略 r

・ :   :  を辛そる必要性がある,    「 1       1   :      :  :

■1 l③ lてピ極令翼群墓[淵∬露聾藁1駐峯よit会 ',|
じ(小児がんは治癒後の人生が長く、成長、内分泌臓器、妊孝性に問題をきたす   ・

′   r・  患者も多く、二茨がんなどに罹患する患者が少なくなく、また、認知的(精神的
:   :な問題を有する割合も高い。

｀
従つて長期のァォロ‐アツプ蕉行い、適フな診断な ■

: 、 一   iらび|1辱療、心理療法申介入を行フ体前の権立が2須でぁる計     
「:    o 月`児だん呼、1希少であることから呼とλ ど新薬の導入が行われず、深如なドラッ

｀=    
グラグが生じている。   ■   ヽ

'・
 ?T域鷲澪幌冒笛葛LttFよ翻繁奨[訴鮮嘉[黙1ま |.:

': 
るように専Fi委員会をぶル寿策推進協議会に設章0(早急に対策を検討する必婁

l:: : iが

'る

:  | _1 ■ .I_|:  1.1 )●
上記の①から⑤の理由tlょ り、が々対策推進協議会に小児がん専門委員会の設置する 、 I

I   ことを強く要望し、以下の示す検討事項に対して早急に検討を行いtその対策につし`て協
メ  |

議会に提言できる体制づくりが構築されるようにお願い申し上げます。



2_ 検討事項

小児領域を取り扱う関連省庁‐機関‐部局が連携して、小児がんの診療状況を把

握しミガヽ児がん診療の高度な専門性および小児に適した療養環境が担保できる効

率のよい診療体制 (小児がん診療拠点病院など)を検討し、がル対策推進協議会

に提言する。また:発生数、
'生

存率などのデータを収集しがん対策に役立てるた

めの疫学研究の推進も提言する。

がん診療連携拠点病院と連携して、成人後め長期の診療が苛能な小月がんの診療

体制を検討し、がん対策推進協議会に提言する。

小児がんなどの希少がんへの新薬の適応拡大や未承認薬の速やかな導入のために

必要な施策 (製薬会社へのインセンティブの導入による治験の推進、ォーファン

ドラジグに対する医師主導治験の簡素化、国際共同治験の導入)の検討を行い、

がん対策推進協議会に提言する。     1            ,

3. 委員構成  :
① 構成メンバァはt協議会委員と小児がん診療と関連領域の専門委員、および患者

由体からの民間委員とし、5-6名稗度で構成する:  .   :  :
② 構成メンバーのうち委員長を1名、副委員長を 1名 、置くものとする:

③ 必要に応じて、参考人を押聘しt意昇を求めることができる。  1
④ 必要に応じて、オブザーバTの参加を認める。       .

5.

スケジュール .:

平成 23年度春頃までに、5-7回程度開催

その他  r    .    
‐

① 専門委員会の事務は、厚生労働省健康局総務課がん対策推進室が行ケ:

② 専門委員会の議事は、原貝1公開とする。     ,    「

以 上

【添
′
付:ノ1｀月がん対策として必要と考えられる施策についての要望書(日本小児がん学会

および小児典液学会)】     ′

付 :′]ヽ児がん親の会有志からの要望書】

①

②

③

4_

①

【添



:小児がん対策として必要と考えられる施策についてめ要望     '      ~    ・

:                           平成 22年 11月 5日

:                           =:日 本小児がん学会 理事長   原 純―

.´

  .                                     
‐

檜山英三

 `      i    l    `            ‐
日本小児血液学会 理撃長   水谷修紀

【背景】小埠が l々ま、
―
馨生数年間 7000-21QO本と決して

多
い
調
でlす

|いず
わヽ

1':国
では現在 子ヽ

型 炉
死順位 1  1

あ第 1位を占める羨急である。小児がんにおける集学的治療と卜■タルケアの概念は、そめ創始からヾ特徴ともい

一 うべき基本理念であるが、近年、成人がん治療領域にも求められている重点課題の一つであり、成人癌診療にも |

i  暦用できる診療方針であ 。一方、以下の点では、成人がんとは異なつた特徴と背景を有する。     _    f
l:本来(死ぬべきでない年幹での死亡。患児のみならず、遺族(両親、兄弟)に大きな悲嘆をもたらす。

.

2_発生頻度は年1万人に一人であるが(単純計算すると101歳までに1000人に■人は発症する。

3_費解後はたは落懸覆)あ人生が量く(社会|こ
一定あ影響を与えうる葉団と差る(景終的には基準齢驀 7`0-i  「 .

… 1000人に‐人は小児がん経験者となる)。 成長に伴いt治療の晩期合併症や精神的・社会的な問題が頭   .

在化することが多くt長期的な視野と医療・教育・行政を含む社会的な対応と支援体制が必要8  ・

4.医療ととも̀に教育をしながら、成長・発達を支援していくことが必要。   1   1   .  ~

512次がんの発生頻度が高くt成人になっ、 発癌リスクやユ管障害などの成人病リスクの高い集団である。

【必要と考えられぅが
～
対策】              、  :     li       「

(疫学)‐             1      1       ‐
1   11    :=   |

l. ,1=小児がん登録 (当初は研郷費ゞ
ニスで開始1軌道ヤF秀れば事業に)         :    ‐   1

~         
であるが、小児が々 治療施設とがん拠点病院との重なり1 院内がん登録、

・
地域がん登録で本来はカバ■されるも?

か歩なく:また(聾域が継 録も全国的11準芋レ
TOくるわけきはⅢい。|れぅo整備きれてくれば傘数把握のため ■

の登録にらいては代替苛能:ただし、小児特有の事夢を把握するために、平目の追珈が必要。  :

2_小児がん疫学研究(研究費)、                 1■   _      1 ‐   ｀
1

‐ 発生蒔に患者同意を得た上で、登録、腫瘍検体保存を行い、Ⅲ帰調査桁 つ。長莉フォ●ニアツプにつなげる: 1 ~

13`長期フォ■ニアップ体制の7‐E立 (現在(I研究費バ∵スで構築中:軌道に乗れば事業に)

小児がん経験者における晩期合併症の把握とそれに対する対策            =

(診療体制あ整備):                 |  :´
    .ヽ

,     ′,      1
、11.小昇バん専門医制庫の確立(イ1学本法|、 放射棒治療医t小児外科EXI、 小写脳外科医)(学会め事業、日本

尊門医希」評価薇 機構)            `  :

患者団株からも要菫が去しヽ:護は もらうのが安心なを知りたい。専門医養成めための研修施設の要件設定で

小場が々 拠点病院の確立毬 繋げることができる。

 ヽ2.診 断精度の向上 (事業)

1



小児腫瘍の病理診断は専門性が高くて難易度が高い。特定機能病院でも正確に診岬 きる施設はほとんどなく、

小児腫瘍を専門とする病翠医による診断が必須である。そのための中央診断システムの確立と運用が必要。現在

はがん研究助成金事業として構築中。  f               _1      1   ・

j_標準治療 (ガイドライカ の策定と現場での準用 (学会あ事業)     i  :

:4.患者支援対策 (事業)    ・           1:              = i
療養中の生活支援 (拠点病院が指定されれば、病院が他都道府県になることも多い)            .

力ゞん情報の提供 (がルセンタ■内、がん情報センタ■への小児科医の関与で可調

相談システ⊇ 整備  ′:   、       i              f
5_その他、

奮宅医療、緩和ケアなど可能なものは成本での施策の中に小児も対象とすることを盛り込む。

6.小児がん拠′点病院整備 (診療報酎1の枠組み)

.l旨定要件の決定と診療報酎1によるインセンティブの設定 ,             1 :

:  指定要件にっいては現在のがん聾点病院のものを原則とし、一部小児特有の要件を追加する。

(給療開発、がん研究の推進) 1                                  、

1 1_小場がん治療開琴(研究費)         )               i
治験・臨床試験の推進のための体制整備                         :

現在、がん腫ごとに分かれている臨床議験グループを̈ 挿する組織を立ち上げ、治験。自主研究(早期試験・後   
.́

期試験)を実施する体制を整備                     .

:｀

 ｀
2」 ガ)児がん研究の堆進 (文部科学省、旱生労働省)         、     i
大学での小児かん講座の開設   :          :.:

、  研究所での部門の設置     :                         :、        1

■記の項目蕉実杵する||は現状でヤヽ治療施設があまりにぢ多く、多大な丼力と経費を必要とする:従らて(小児

:がん拠点病院を定めてt患者を集約化すれば、極めて容易になる。  1                 :

: iまとあ】1    ■    :         .:                   
｀
  l i  l      i

以上、必要とされる施策について述べたが、墳目は多崚にわたる:これらの施策の実行は容易なことではないが、    |
それぞオ崚 学会が行うべき事業、官が政策として行うことが望ましい事業、競争的資金により研究として行うべき事    :

業に切り分けた上で 包ヾ括的に実行していくことが必要と思われる。.      ■       _     .



厚生労働大臣 殿

小児がん親の会着ぎからの要望  :
小児がんの患児家族は治療、看病、治療後の晩期合併症など様々な重荷を背負った年活

に追われ:これまで大書な声をあげぅことができませんでした:がん対策基本法のもとの

小児がんの対策を期待してきましたが、その対策は成人がんに焦点がおかれ、小児がんは

数が少ないという31■由で、硯在に至るまで抜本的対策も未だなされていません。社会では、

依然として、少子化や子ど:も の医療あ問題が叫ばれ、社会不安が続いています。常に死と

隣り合わせになりながら、闘病する小児がんの子どもたちに未来はあるのでしようか。欧

米では小児がんは国が一括して対策にあたり、手厚く擁護されてャるヽと聞きます|:世界の

中ネ最も共生を目指すこあ日本で小児がん対策が行われることを以下の理由により強く琴

望します:                :                 '

0小児がんはこどもあ病死原因の第1位です。 、        ■         1
′ 年間約 2400名 の新規患者が発生し、約 23000名 の患者が現在治療を受けています。近年

1 長期生存者が増えることばより、後遺症、成長障害や不妊)ホルモシ異常、二次がんなど

i治療終了後の合併症が新たな問題になってきました。 ｀`     1~oホ
えがルは、稀少羨患t、 経製のあるL師が少なs、 1″弊し

「
|ヽ児1養の中で最も多Ⅲ

lに渡うて問題を担えています。      |.'      _     :   ''=:
.小

颯がんあ治療に不可本な高庫専門的集学的治療が行える医療機関や医療者が絶対的に

不足してぃぅことヽ 大きな問尋です」一方、手術、政射線治療t強力な抗がん剤治療によ

っても本だ治らなぃ小児が々もあります
`こ

れらの難治性の小児がんにおい.て は、病因の

究萌ゃ新しい洛療法の開発が切望されてぃます。また、終末期を合めた患児キ家族に対す

・ 乞心のケアを含んだ杢人高な緩和医療は小児がん領域ではlま とんど行われておうません:

多くの患児が後遺症や晩期合併症をT生背負いく退院後の学校をはじめ社会的に理解して

もらうのに苦労していぅ?ゲ現状です。               .     _
6小児がんはがん対策基本計画ガゞら取り残さ‐れでいます:

‐
平成 19年 6月 に策定されたがん対木推進基本計画から取り残されており、全国で当該計

画に小児がんを取り上げているところはわずか 4県です。     i
o小児がんあ大変な重青は患児あみならず家族全ボを暮讐込むめふ特薇驀す。  1
小児がんは長期にわたる治療・看病を行う中、子供も親も常に死の危険を感じ続けなく

てはな らずt数は少ない とはいた、家族全体にとり精神的、経済的、肉体的にも大変過酷

なヽ疾病です。そ9う え、直切なゃ療にたど
_り
着けず、少なからず、尊い子どもあ命が失わ

れてぃます。二次白|IF事早家族やきようだいが PTSD,:ス トレ不から花あ病気にがうそし

ま,、 長期の付添により仕事を休んだため職を失うてしまう、専門の医師をさがして度重、、



なる遠距離の通院により大きな負担を強いられる、命が助かつても下生後遺障害や晩期合

併症を抱えながらも支援がなvヽ 、社会や学校での壁に不登校・就労問題、家族の心の崩壊

からの離婚など多くの問題が発生しています。

したがつて、このような現状を踏まえ、小児がんの問題解決を図り́くガヽ児がんの対策を包

括的に推進するため、下記のとおり、要望いたします。  ,       ■

1.小児がん拠点病院の整備      ́ :  、

2.各疾患の専門医による集学的治療の確立

3.各疾患の専門医による小児腫瘍医・小児放射線医などの人材の養成、研修
:

4.小児がん専門看護師等コメディカルな人材の養成、研修

5.(力 元ヽがんの治験・薬剤の研究の推進                    :
6.小児がん登録 :中央診断・晩期合併症・長期フ在

ローア

'プ

等情報収集ゃ分析などの

推進  .     ―

7.患児・家族の緩和ケアの向上                `

811蓬法的費担軽減 (小児慢性特定疾患制度の対象外となる20歳以降の医療費助成 5年

うちきり等).     :  /                   .
9.自 立支援 (教育、学校問題を含む)

10.社会への情報提供 (小児がんの負のイメ■ジに対する社会的壁の払拭)i

2609′ 年
・
6L ll吉          :  i :    :    

′

陳情団体    イヽ児がん親の会有志 ,           I
肝芽腫の会         .  :   :           :
すくすく網膜芽細胞腫のこどもを持つ家族の合 :        、

小児脳腫瘍の会 ,i            l    ‐    1'

ラシゲルハンス細胞組織球症 (LCH)患者会   l
ユーイング肉腫家族の会 1              ,  こ     ‐

茨城県立こども病院親の会 (茨城県立こども病院血液腫瘍科親め会)         i
く特定非営利活動法人手スビューロ■ (大阪近郊病院小児科親の会):

えく)ゴ 0瞑天堂大学医学部附属順天堂医院小児科親の会)

おひさまの会 (東京大学医科学研究所附属病院小児科親の会)         ｀

腫易性疾患児とともに歩む会かがやく未来 (不都府立医科大学附属病院小児科親の会)

きょぅとたんぽぽの会 (京都本学医学部附属病院小児科親の会)

げんきの会 (日 本大学医学部附属板橋病院小児科親の会)

COSMOs会 (国立なんャンタ
=小

児科親の会)  :      :
コスモめ会 (高松地区病院小児科親の会)



さくらんぼの会 (兵庫県立こども病院血液腫瘍科親の会)         ‐

さんふらわ (横浜市立大学附属病院ガヽ児科親子の会)            「

小児がん経験者と家族の会「ハッピニゥィシグ」子
(富山近郊病院親の会)

すまぃる (九州大学病院小児科親の会)                ´

そらの会 (東北大学医学部附属病院小児科親の会) =              ヽ

東京女子医科大学病院小児脳疾患患児・家族の会 (東京女子医科大学脳神経外科親の会)

:千葉県来の花会 (千葉大学医学部附属病院ィヽ児科//1ヽ児外科ノ千葉県こども病院ノ松戸市立病院

′帝東大学医学部附属市原病院/成田白赤病院力(児料親の会)     1  .
たけのこの会 鰻橋市民病院血液腫瘍疾患患者を子どもに持つ親の会)

なかよし会 (京都第一日赤 J滋賀医科大学病院)       、        ´ J

はあ
1と ぼっぽの会 (名 古屋第一赤十字病院小児血液腫瘍科)   i  :

光の子を守る会 (福島県立医科大学附属病院小児科親の会)

:ひこばえ (和歌山市近郊病院小児科親の会)

ひだまり (二重大学病院小児科親の会)        ‐          :

ひだまりの会 (東邦大学医療センター大森病院)

ひまわりの会 (獨協医科大学附属病院小児科親の会)    l t  '      1
Hot Cocoa(神刹 ‖県立こども病院血液腫瘍科親の会)     ・ _     _
ほほえみの会 (静岡県立こども病院血液腫瘍科親の会)

|                            
 `                           ′

まるらけ会 (岐阜市民病院小児科親の会)                 ｀

キヂミの基
.(名

古屋大学病院方ヽ克科親の会

'   i     : ij   

‐
ll′

マーガレット (慈恵会医科大学附属病院小児科親の会) 1    ‐ ‐  :
松本ヵンガルーの会 (松本市近郊病院親の会)  ―          :
みら,い (福岡大学病院小児科親の会)         ｀             し

木曜会 (久留米大学小児科血液グル■プ親の会)                _
勇気の会「(国 立成育医療センター腫瘍ユ液科患著家族あ会)       1.I
リンタス (聖路カロ国際病院小児科親の会)          : :    、  

｀

わたぼうしの会 (岐阜大学医学部附属病院小児科親の会)_■   ヽ  1    _
′
      財団法人が

～

の子供を守る
今

|



ヽ.1                    2010年 11月 5日

高橋和子

財団法人がんの子 どもを守る会 監事・九州北支部代表幹事

木曜会 (久留米大学病院小児がん支援グループ) 事務局長

小児がん患児家族からの要望

◆公費負担め延長及び再認定について   
｀
            `   ・

来月`児慢性特定疾患の受給期間  ・
発症 (申 請)時、13歳未満の小児がんは、悪性新生物として小児慢性特定疾患治療研究事業による公

費負担があるが、治療終了後 5年間でその受給が終了 してしまう。そのため、生涯にわたつて服薬が必

要な場合や検査・経過観察・フォローアップ等が必要な場合の自己負担ははかりしれないものがあるざ

*晩年合併症について

小児がん経験者の約半数は、治療による何らかの身体的・心理的晩期合併症を抱えていると言われており、その

治療についても公費負担が必要である:現在の身体障害者認定では認められないような内部障害を抱えている場合

もあり、認定基準ヤFついての見直しを要望したい:

*二次がんの問題

小児がんは、化学療法・放射線療法・手術を組み合わせた集学的治療を行うことが多いがt化学療法や放射線治

療、また造血幹細胞移植などによつて、治療後に二次がんを発症するリスクが高い。月ヽ児慢性特定疾患による公費

負担対象外となる18歳以上で、二次がんを発病した場合に公費負担を認めてほしい:

*薬害について                             :
治療の過程で C型肝炎や HⅣ など感染した長期生存者の薬害被害について、公費負担を認めてはしい。

◆小児がん経験者の社会的自立支援について

小児がんなど難病の子どもは長期八院、また長期にわたる療養生活を強いられ(長期間学校を欠席したり、日常

生活その感染上の注意や、運動制限などのために病気を持たない子どもと同じような日常生活を送ることが困難な

場合がある。そのため、中には、家庭で親が子に過干渉になったり、子も甘やかされた環境を甘受し、集団活動が

できない、人の輪に入れない(人間関係を築けない、過剰なコンプレックスを持ち、引きこもりの傾向さえみられ

ることもある。生命予後が望めるようになった現在く課題となってきているのがこういらた子どもたちが成人して

からも、社会で働き、自立した生活を望んでいるにも関わらず、働くことができずにいるという現状である。移植

医療を受けた子ども、また脳腫瘍の子どもは原因不明の頭痛や倦怠感に悩まされ、体力が無く、たとえ就職をした

としても毎日働くことができないこともある。しかし、固定した障害が無いことt生活上不自由はあっても障害認

定されていないことから、福祉制度としての自立支援や作業所的な就労支援を利用することができないのが現状で

ある。

'                                     以上




